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第１ 日 時  平成３１年１月１５日（火）    自 午後 １時３０分 

                         至 午後 ５時２６分 

 

第２ 場 所  法務省大会議室 

 

第３ 議 題  要綱案の取りまとめに向けた検討 

 

第４ 議 事 （次のとおり） 
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議        事 

 

○大村部会長 まだお見えになっていない方もいらっしゃるようですけれども，定刻になり

ましたので，法制審議会特別養子制度部会第９回会議を開会したいと思います。 

  年明け１回目ということになりますので，まず，みなさんに，新年のご挨拶を明けまし

て申し上げます。おめでとうございます。残りの回数も予定では限られてまいりました

けれども，御審議の方を改めてよろしくお願い申し上げます。 

  さて，本日ですけれども，まず配布資料の確認をお願いしたいと思います。 

○倉重関係官 それでは，本日の配布資料ですけれども，お手元に部会資料として９－１

「要綱案のたたき台（２）」というものを配布しております。こちらは，第７回でお示

しいたしました「要綱案のたたき台（１）」につきまして，前回までの審議を踏まえて

修正したものとなります。それから，もう１部，部会資料９－２を配布しております。

こちらは部会資料９－１について補足的な説明を加えているものです。 

  以上でございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。資料９－１が「要綱案のたたき台（２）」で，９－

２がそれの補足説明ということになりますけれども，要綱案の取りまとめに向けまして，

本日も御意見を賜りたいと存じます。第１と第２に分かれておりますので，順次御説明

を頂いて，御意見を頂くということで進めていきたいと思っておりますが，第１と第２

の間で休憩を入れることを予定しております。ただ，審議状況によっては休憩の前に第

２に入るということになるかもしれませんけれども，その辺は時間を見ながら進めさせ

ていただきたいと思います。 

  それでは，第１の審議に入ります。まず，第１につきまして，事務当局の方から御説明

を頂きたいと思います。 

○満田関係官 それでは，部会資料９－２の第１の養子となる者の上限年齢等について説明

をさせていただきます。 

  前回会議におきましては，養子となる者の上限年齢を基本的には１５歳を基準とするこ

ととした上で，例外的に１５歳以上であっても特別養子縁組の成立を認めるか否かに関

しまして，その必要性の有無等を慎重に検討することとされましたので，この点につい

て再度検討いたしました。 

  今回提示させていただいた案は大きく二つに分かれておりまして，一つ目は，養子とな

る者は縁組成立のときに１５歳未満の者でなければならないとする案でございまして，

他方で二つ目は，養子となる者は縁組の申立時に１５歳未満の者でなければならないも

のの，一定の要件を満たす場合には，縁組成立の時に１８歳未満の者であっても養子と

なることができるとするものでございます。 

  養子となる者の上限年齢についての例外要件につきましては，部会資料９－１の第１の

２に記載のとおり，「１５歳に達する前から養親となる者が養子となる者を引き続き監

護していること」という要件に加えまして，「１５歳に達するまで特別養子縁組成立の

審判の申立てがされなかったことについてやむを得ない事由があること」という要件を

提案させていただいておりまして，この点については前回の資料から変更はございませ

ん。 
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  また，第１の３では，１５歳以上の者について特別養子縁組を成立させる場合には，そ

の者の同意を要することとしております。この点については，養子となる者にとって大

きな精神的負担となるという懸念がある一方で，必ずしも大きな精神的負担を負わせる

ことにはならない場合もあると考えられますことから，そのような場合に限って子の同

意を求めるなどして，同意が得られたときには特別養子縁組を成立させることも許容さ

れるのではないかという考え方を提案させていただいております。 

  さらに，付随的な論点ではございますが，前回の部会において積み残した論点として，

養子となる者に子どもがいる場合の考え方を整理しております。これらの点につきまし

て御意見を賜りたく存じます。 

  説明は以上です。 

○大村部会長 ありがとうございます。前回の議論を踏まえて，改めて整理をしていただい

ております。確認ですけれども，第１の１の１５歳というのは，申し立てと確定のどち

らで御提案されたのですか。資料９－１だと，申立てと確定の双方がかぎ括弧に入って

いますけれども。 

○満田関係官 それについていずれの考え方もあり得るということで，御議論いただければ

と思います。 

○大村部会長 分かりました。そこも含めて御議論を頂ければと思いますけれども，御意見

がありましたらお願いいたします。 

  前回はいろいろ意見が分かれておりましたので，再度整理をしていただいたわけですが，

なお選択肢が残っているという状況です。御意見を頂いて，絞り込みをできればと思っ

ておりますので，是非御発言をお願いいたします。 

○磯谷委員 今回，補足説明の１ページの一番下の辺りから，ハーグ条約について少し補足

をしていただいてございます。基本的にこのとおりなのですが，加えて，ハーグ条約実

施法では，強制執行につきましても１６歳に達すると実施できなくなるという規律を置

いておりますので，決定の時点においては１６歳に達していなかったとしても，その後

に１６歳に達すれば決定の内容が実現できなくなるということは想定されている規律で

あろうと思います。そのことに鑑みますと，特別養子に関しても１５歳未満であること

を審判確定の段階で求めて差し支えないのではないかと思うわけです。もう一つ，事務

当局では，年齢制限を申立時にしないと手続的に難しい面があるという話もあったよう

に思いますが，仮にここで申立時としたとしても，亀甲括弧２の（１）のところでは，

審判確定時に１８歳に達していないことが要件になっているわけで，結局は同じことな

のかなとも思われますので，決定的な問題ではないのではないかと思います。やはり１

５歳に達しますと，同意を求めざるを得ないという，この部会でも大変悩ましいと意識

されてきた問題に直面してしまうことに鑑みても，やはり確定のときに１５歳未満とい

うことが望ましいのではないかと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○床谷委員 今の御意見との関係なのですけれども，ハーグのこの御説明ですと，各裁判の

時点あるいは執行の時点での年齢を基準にしているという御説明だと思うのですが，特

別養子縁組の手続の場合，例えば１５歳直前に第１審の審判があって，上に上がってい

る段階で１５歳になったら，もう駄目ということになるという理解になりますよね。そ
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の点は非常に問題ではないかということで，私はやはり，申立てから一定の期間で確定

するというのがはっきりしていない限りは，確定時ではなくて申立時を基準とせざるを

得ないのではないかという意見を現在でも持っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。１の申立てか確定かというところが，両論併記にな

っておりますが，それぞれについてサポートする御意見がございましたけれども，他の

委員，幹事の方々はいかがでしょうか。 

○浜田幹事 結論的に意見を申しますと，私は，磯谷委員から先ほど御発言がありましたと

おり，成立の審判の確定のときに１５歳未満とするべきであろうと考えております。理

由については，先ほど磯谷委員がおっしゃったところについては繰り返しませんが，一

つ，１５歳以上を対象とした場合に，その同意の取り方，また，同意にどういう意味合

いを持たせるのかというところが大変に悩ましいということを敷衍して考えますと，今

回，資料９－２の３ページ辺りにも出てきておりますが，ここは従前より対立のあると

おり，自分で意見を言える子もあるだろうということが，１５歳以上の同意を求めても

構わないではないかということの理由付けの一つに挙げてあろうかと思います。しかし，

制度として仕組むとなりますと，子どもが１５歳以上であれば全て，どんな子どもであ

っても，その子にはどうするかという聴取をしなければならないということになります

ので，それで意見を言える子どももいるのだということは余り積極的な理由付けとはな

っていないのではないかと思います。従前から申し上げておりますとおり，私はむしろ

１５歳以上で重大な決断を迫られることの残酷さということが上回ると考えております

ので，そのようなことも併せ考えますと，冒頭に申し上げましたとおり，ここでは年齢

の１５歳未満というのは確定時に見ることが望ましいと考えるものです。 

○大村部会長 ありがとうございます。同意の点と，それから，床谷委員がおっしゃった，

手続に時間がかかって１５歳を超えるということがあり得るので，それに対する対応が

必要なのではないかという点と，二つの点が出されておりますけれども，それらの点に

つきまして，あるいは他の点でも結構ですので，更に御意見を頂ければと思います。 

○高田委員 恐縮です。床谷委員に御質問ということになるのですけれども，抗告の場合が

例に挙がりましたけれども，抗告の場合には，１５歳に達しますと，その時点で改めて

同意が必要になるという手続になるわけですけれども，それ自体は構わないという御判

断なのでしょうか。 

○床谷委員 私は，１５歳以上は同意ということですので，なった時点で，そこの同意は新

たに必要になるという理解で今，御意見を申し上げました。 

○大村部会長 ほかに，いかがでございましょうか。 

○藤林委員 磯谷委員の意見と一部かぶりますけれども，亀甲括弧２の１５歳以上の子ども，

私は同意を取ることは残酷な場合もあると思っておりますけれども，１５歳以上の子ど

もの同意を得ることによって，やむを得ない事情の場合に成立するのであれば，申立時

なのか，確定時なのかということはそれほどこだわらない。要するに，亀甲括弧２のと

ころで１５歳以上の場合が保障されているのであれば，別にいいのかなと思っています。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○床谷委員 今の藤林委員の御発言なのですけれども，２が確保されているのであれば申立

てと確定にこだわらないということですか。１が確定の時に１５歳未満ということは，
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２というのはないという前提ではないのですか。 

○山口幹事 その辺は事務当局の方から御説明いたしますと，今，床谷委員から御説明があ

ったところが事務当局として考えていたところでございまして，資料９－２の１ページ

目の（２）として，前回の部会長におまとめいただいた整理として記載しておりますが，

（２）で①の考え方としましては，確定時１５歳未満で例外は一切なしと，逆に，例外

のあるものは請求時１５歳未満というふうな整理にしておりますので，事務当局の考え

方としては，この二つの案でありましたので，床谷先生のおっしゃるとおりであります。

したがいまして，藤林先生も，例外を必要とされるのであれば，こちらにありますよう

な②の考え方の方が，より親和的なのかなと伺いました。 

○大村部会長 ありがとうございます。藤林委員の中心的な主張は，例外を認めていただき

たいということですね。 

  ほかはいかがでございましょうか。 

○棚村委員 私も，余り年齢を大幅に引き上げることについては，大丈夫かなという懸念を

ずっと持っていたのですけれども，いろいろ実際に，数は少ないかもしれないけれども，

実際のニーズがおありになるというようなことで，原則は１５歳未満で，床谷先生が言

うように，この間も少しハーグ条約の例を私が出して，実際にハーグ条約のケースは裁

判確定時を基準にして１６歳未満を判断していたわけですけれども，これはやはり子ど

もの迅速な元の居住国への返還という目的をもつものと，それから養子となる者の年齢

要件の線引きをどうするかという趣旨で，特別養子とは少し違うのではないかと考えて

いるところもあります。それで，やはり最初に，実はハーグ条約実施法を少し誤解して

いたところもあって，申立時に１５歳未満ということでやっておいて，年齢を１５歳を

超えてはやはりまずいという判断がありました。ただ，例外要件を厳格に絞って考える

場合には，やはり申立時に１５歳未満ということで，そこを基準時にしながら，例外的

に，どんなに引っ張ってもこれは１８歳以上にはならないけれども，場合によっては１

８歳未満の方も引き続き監護を受け，そして特別養子縁組ということのチャンスを，や

はり申立てをできなかったやむを得ない事情があれば例外的に認めるということで考え

るべきではないかと思います。もちろん，どれくらいこれが使われるかということは別

にして，申立時に１５歳未満というものを原則とする，後の案ですかね，そういう案を

今回も支持させていただきたいと思っています。 

○大村部会長 ありがとうございます。両論に割れている状態ですけれども，ほかの委員は

いかがでしょうか。 

○窪田委員 話に付いていっていないということが露呈されてしまうのですけれども，先ほ

ど事務当局から御説明がありましたが，１のところで，申立て，確定とするかというの

と，２のところの亀甲括弧は完全にリンクするのかというと，私はよく分からないとこ

ろがあるのですが，１のところで原則として特別養子縁組成立のときに１５歳未満でな

い，つまり，これは確定のときというルールを採るのですが，採った上で，２の亀甲括

弧というのはあり得るのではないかという気がいたします。だから２の例外を積極的に

認めるというふうに今，発言するつもりはないのですけれども，１の部分では，やはり

１５歳未満が成立要件であるということを明確に示すという意味では，これを審判確定

のときにとかと書くから非常に分かりにくくなるのですけれども，要するに成立のとき
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に１５歳未満ではなければいけないということがまず，原則として示されて，その上で

（２）の話をするというのがあり得るのかなという気がいたしました。手続上，申立て

のときでないと分からないということに対しては，例えば未成年後見人の選任というの

は，選任の審判をやっている最中に未成年者が成年に達してしまえば，もうその審判は

成り立たないですよね。同じ問題は，別にハーグ条約というかなり特殊なものに限らず，

国内法においてもあるのではないかと思いますので，そこのところで，恐らく１で成立

とすると例外を認めないというと，その後の議論が収束しにくいのかなという気もした

ので，その可能性について確認したいのですが。 

○満田関係官 その点についてはこちらでも検討させていただきまして，窪田先生のおっし

ゃるように，原則年齢について成立時に１５歳未満とした上で例外要件を設けるという

ことも選択肢としてはあり得る，可能性はあるとは思います。ただ，他方で２のような

例外要件の場合については，（３）で成立の審判の申立てがされなかったことについて

やむを得ない事由があること等の要件もございますので，裁判所としまして，第１審の

家庭裁判所の方で，原則年齢を確定時１５歳未満としますと，その例外要件について判

断すべきかどうかというところについて，場合によっては悩むといいますか，この要件

を判断するかどうかが分からないという場合もあり得るかなというところもございまし

て，基本的に例外要件を設ける場合には，申立時に１５歳未満という形の方が親和的か

なと思った程度でございまして，理論的にはどちらもあり得るのかとは思います。 

○窪田委員 その点にこだわりましたのは，１のところで２以下の例外要件を設けるか設け

ないかに関わらず，基本的なところで申立てとしてしまいますと，当然１５歳を超える

場合というのは考えられると。そのときには同意という問題が出てきてしまうわけです

けれども，原則の部分で１５歳未満としておけば，そこの部分では同意の話は出てこな

いですよね。ですから，立て方として，例外と結び付けるのだったら申立てにしなけれ

ばいけないとする必要性はないのではないかという気が，やはり少しします。確かに２

の（３）に関して言うと，少し違和感があるのかもしれませんが，１４歳のときにもう

申立てがされていて，しかし審判が遅れた場合だったら，そのときはもう（３）につい

ては例外要件として特に挙げる必要はないというだけのことなのではないかと思います

が。 

○大村部会長 窪田委員がおっしゃっているのは，１について確定の方を採って，例外は設

けるけれども（３）は除くということになりますか。 

○窪田委員 いや，そうではなくて，１を成立のときとした上で，２，３という例外は設け

る可能性は，やはり，１を成立のときとした上で，さらに，正しく次の要件を充足する

場合には１５歳以上の者であっても養子となることができるというのは，成立時をむし

ろ前提とした上での例外なのだろうと思いますので，そういう立て方はあるのだろうと

いうことです。（３）については，１５歳以上という場面が出てきますので，同意要件

は当然必要だろうというふうになるだろうと思います。２の例外を認めるのであれば。 

○大村部会長 そうすると，２の（３）も認めるという御趣旨ですか。 

○窪田委員 ２の（３）に関して言うと，１５歳に達するまでに申立てがされなかったとい

うのは，もうされているわけですから，この要件に関しては，やむを得ない事由がある

ことなんていうふうに言わなくても，既に申立てがされているということだけで足りる
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ということなのだろうと思います。あるいは，もっと丁寧に書き込むのだとすると，

（３）のところで，１５歳に達するまでに特別養子縁組の成立の審判の申立てがされな

かった場合については，それについてやむを得ないことがあることと書き直せば，足り

るのではないかと思いますが。 

○大村部会長 例外なので，これはこれであり得るということでしょうか。 

○窪田委員 はい，あり得るのかもしれないという感じはしています。 

○棚村委員 私自身は，やはり例外要件を立てるときに，どの時点を基準にして例外を判断

するのかというときに，申立時が原則満１５歳なのだということになれば，満１５歳を

基準として，その時までに申立てができなかったやむを得ない事情みたいなことを明ら

かにするということが例外要件の判断の対象になるので，家庭裁判所としては，判断し

やすいのではないかと思います。それから，２のところも，１５歳に達する前から引き

続き監護されていたと，これは事実状態ではあるのですけれども，これも，先ほどの趣

旨で言うと，私自身はやはり１５歳未満というのはかなり重い年齢要件，ぎりぎりの年

齢要件だと考えていますので，できるだけ，養親の候補者になる人や，児相もそうです

けれども，早い段階で，可能であれば養親候補者を見付けて，きちんと手続を進めてい

ただきたいと考えています。 

  要するに，お子さんには責任がないわけなので，むしろ関係している人にきちんと手続

を迅速に進めるというのが，ある意味では年齢要件を低く抑えていたときも，そういう

ことがあったと思うのです。年齢要件を上げた場合にはそういうリスクがあるわけで，

もう少し時間があるから遅れてもいいではないかとか，様子を見ておこうとか，そうい

うお子さんとは違うような大人の事情が入る可能性があるので，例外要件を設けるので

あれば，やはり申立てを迅速にするという前提があって，その申立時に年齢も判断をし

ておいて，ただ，多分，熟慮期間というか，例えば相続の放棄，あれのときも，原則は

こうであるけれども，例外的にそれを超えても，理由をきちんと説明してくれれば認め

られるというような立て付けを少しイメージしますと，やはり申立ての段階で時間を区

切るとか年齢を区切るというのは一応置いといて，そして，考え方ですけれども，前回

もそういうイメージで話をしていて，少しハーグ条約実施法については誤解をしていた

ところがありましたけれども，例外要件を立てるのであれば，申立時にやはり１５歳未

満という原則をかなり強く打ち出した上で，要するに，それはお子さんのために早く安

定した環境を与えるのだという趣旨であれば，できるだけ年齢が低いところでやるのだ

というメッセージを与えておいて，そして，やむを得ずいろいろな特別な事情が発生し

たときに少し柔軟に対応できるような形で例外も設けたほうが良いと考えました。だか

ら年齢要件については，成立時という考え方ももちろんあると思うのですけれども，例

外要件との関係では割合と分かりやすいのかなという感じで，申立時を基準時という考

えを支持したいと思います。もちろん，窪田先生の成立時説は全く否定されるわけでは

なくて，論理的にはあり得ると思うのです。ただ，どこで線を引くかということでかな

り苦慮しておられたようなので，例外要件をどの時点でどういうふうに判断をしていく

かというときに，申立ての段階で結局１５歳未満を超えてしまっている人を，これは手

続が遅延してしまった，争いが激しいとか，何か別の問題が起こってしまったとか，そ

ういう事情であれば例外的に救済すると考える，ただし，原則はやはり申立てのときに
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きちんと年齢が一定の者を対象にしているのだということを明確にする方が実務的にも

やりやすいのではないでしょうか。確定をするときとか，恐らく裁判所もそういうぎり

ぎりの申し込みとか申立てが今度起こった場合にすごく苦慮されると思うのです。私も

何例か見たのですけれども，期日を御配慮されてものすごく急いだとかそういうことが

あって，ただ，急いでもどうにもならないという場合が起こってくるような気がしまし

て，そういうときに，申立時で線を引くことに合理性があると思います。確定時という

のは，割合と迅速にやるのだという前提でありうる選択肢ですし，そうすると余り申立

時と確定時とそれほど開きはないのですけれども，床谷委員が言うように，何らかの事

情でそれが延びてしまったときに，その時点でアウトというふうな形よりも，申立ての

段階で年齢が分かり易いということと，早目に判断できるというようなイメージで，申

立時というのを考えていました。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

○磯谷委員 １５歳を超えた者に特別養子縁組を認める例外に期待する思いもいろいろと述

べられておりますが，そういったニーズがゼロとは言いませんけれども，１５歳を超え

た者について特別養子のニーズが実際のところどの程度あるのかという点については引

き続き疑問が残ることに加えて，１５歳以上ということになりますと，子の利益のため

に特に必要があるという要件を検討するに当たって，恐らく普通養子縁組ではなぜ駄目

なのかと，なぜ特別養子縁組が特に必要だと考えられるのかという，正にこれまで議論

してきて本当になかなか難しかった問題が，具体的なケースの上でも出てくることにな

るのだろうと思うのです。また，１５歳になる直前に新たに委託を受けたお子さんで，

しかも，それが特別養子に適格で，さらに，養親候補者さんもこの子を特別養子にして

いいというふうな，幾つもの条件が重なるような形に限られますので，これは本当に少

ないものと私は予想しているのです。法制上難しい問題を乗り越えてまで対応すべきニ

ーズが本当にあるのかという疑問がどうしても払拭できません。 

  一方で，難しさというところからすると，先ほども出ていましたけれども，このやむを

得ない事由というものの判断というのが，具体的なケースにおいてイメージが本当に共

有できるのかという問題もある。加えて，この同意についても，同意というのが一体ど

ういう形で出てくるのかというところも，実は余りよく分からないですね。実際，自分

を育ててくれている養親候補者さんに配慮して同意していることもあるでしょうから，

そこは裁判所は相当丁寧に聴かざるを得ない。養親候補者さんの圧力によって同意した

のではないか，本意でないのではないかとかいうところも相当考えなければいけないと

いうところで，これは普通の意見聴取以上に大変になるだろうと。例えば，この子の同

意書というものが裁判の場に提出をされた，当然ながら裁判所は恐らく調査をしようと

はされるけれども，養親候補者さんは「いや，子どもは裁判所に会いたくないと言って

いる」などと言って，なかなか応じていただけない，あるいは子どもの意向確認の際に

養親候補者さんが同席を求めてくるということもあり得ますし，本当の意味で確認が難

しい，しかし同意書は出されている，こういう場合に一体どうなのだとか，考えると，

やはり１５歳そこそこのお子さんの同意というものというのは本当に実務上，扱いが難

しいと思うのです。繰り返しになりますけれども，実務上大きな困難性をはらんでいる

ものを，おぼつかないニーズで導入することに一体どれだけの意味があるのかと私は思
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わざるを得ないということでございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。いろいろな御意見が出ておりますけれども，委員，

幹事から御指摘があった点のうち，養子となる者の年齢が低い方がよいだろうというこ

とについては，皆さん多分そのようにお考えになっているのだろうと思います。ですか

ら，１５歳が原則であるということで，手続が引き延ばされてはいけないという点につ

いても認識は共有されているのだろうと思います。どのような規律になるとしても，養

子となる者の年齢が低いうちにできるだけ手続をしていただくように各方面に御協力を

頂く，これはまず一つの大きな前提なのだろうと思います。それから，前回も議論があ

りましたけれども，普通養子との整合性というのも非常に大きな問題であり，この点に

ついて対応する必要があるというのも，今後，真剣に考えるべき問題であろうと思いま

す。これらについては，今後，それぞれの形で検討していただくということを前提に，

その上で，どうするかということを御議論いただくということだろうと，今までの話を

伺って感じた次第です。 

  さてそこで，申立てとするか確定とするか，どちらにしても例外を設けることはあり得

るというのが窪田委員の御意見でしたが，この点について皆さんはどのようにお考えに

なるのかということを伺えればと思います。申立てとするのと確定とするのと，どちら

にするかということは後で決めなければいけないわけですが，どちらにしても例外を設

けるということがあり得るのだとしたら，例外要件を定め，それとの関係で申立てか確

定かという点についても決めていくということも考えられるかと思います。なお，同意

を得ることの困難について床谷委員からは，それほどの困難があるわけではないという

認識が示されておりますけれども，浜田幹事や磯谷委員からは，そこはやはり問題があ

るのではないかという御指摘も頂いております。窪田委員からはこの点については特に

御発言はなかったように思います。 

○窪田委員 そうですね，自分がどの立場なのかだんだん分からなくなってきているのです

が，もう最後，どこかで一致を得なければいけないということを考えたときに，一切例

外を認めないということで意見がまとまるのかどうか。私自身は，むしろ比較的低い年

齢を考えていましたし，例外はないというのが基本的な考え方ではありましたけれども，

最終的な意見をまとめる段階で，それをどうするのかという部分については，一切例外

を認めないという形にして，最後，意見がまとまるのかどうか分からないなという感じ

がしています。もう学者とはとても思えないような発言を今，自分でしているなという

ことはよく分かるのですが，ただ，その上で，少し例外の話に関して言いますと，趣旨

がだんだん分かってきたのですが，この２の例外の立て方というのは，正しく申立てを

前提とした例外の立て方になっているのですよね。もし成立を前提とした立て方にする

と，次の要件を充足する場合には，１５歳以上の者であっても，例えば，特別養子を成

立させることについて特別の必要性が認められる場合にはとか，そうした一文を入れな

いと，例外としてはうまく機能しないのだろうという気はいたします。そこまで分から

ないですが，そういうふうな形での例外というのは，ひょっとしたらあり得るのかもし

れないということです。 

○棚村委員 この例外要件についてなのですけれども，私が幾つか関わったケースで言うと，

やはり普通養子縁組をされていたのですけれども，実親の方から非常に介入みたいなも
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のがあって，嫌がらせ的なものがあって，実親子関係を断ちたくて，特別養子縁組に転

換をしたいということで申立てをしたときに，要保護要件が引っかかってきました。裁

判所では，もう普通養子縁組をしているから，それでいいではないかということで，判

断が少し分かれたことがありまして，今後やはり，特別養子の年齢要件を上げた場合も

そうですけれども，普通養子縁組と特別養子縁組の関係は少し曖昧になっていますから，

裁判所の判断が従前でもやはり，普通養子縁組をしていれば，特別養子に転換をする必

要性が本当にあるのかということで，争いが起こり得るのだと思うのです。そういうこ

ともやはり今後，普通養子縁組と特別養子縁組，先ほど磯谷委員もおっしゃっていた，

私も同感なのですけれども，その相互の関係性で，普通養子縁組というのがセカンダリ

ーになるというのが本当に今後いいことなのかということもあるので，是非，むしろ例

外要件を設けることによって，今回，立法的には十分に検討できなかったその制約を，

この例外を定めることによって，普通養子縁組と特別養子縁組の微妙な相互の関係が問

題になりそうな，特に転換養子ですかね，そういうものについてもやはり年齢で一律に

切ってしまうのだということになると，特別養子縁組というのは年齢だけ上がって，そ

して，実際には特別養子がいいのか，普通養子がいいのかという微妙なこういうケース

についての選択肢が，やはり少し減ってしまうことにも危惧があります。そうかといっ

て，この例外要件がどれくらい使われるかということについては，多分，磯谷委員とか

浜田幹事とほぼ同じように，極めて稀有なケースかもしれませんし，その辺りのところ

で議論をしてきちんと置いておくという形にして，今後，未成年養子を含めた全体の特

別養子の位置付けみたいなものがはっきりできるような改正の議論ができるときには，

これも残すか残さないかも含めて，議論の対象になっていくのだと思います。現在の段

階では，先ほど付け加えましたのは，やはり未成年普通養子をしているのだけれども，

実親子関係を切る特別養子縁組に是非したいというようなニーズが出てきたときに，立

法の建前で言うと，かなり厳格に解して否定した例もあれば，最近というか，平成１５

年ぐらいのケースになると，緩やかに認めたという審判例というか，はきりしない。そ

れもあって，その辺りのところを考えると，やはりもしかするとこういうニーズがある

のではないかということで，裁判所の判断とか運用が統一をされていない段階ではそう

いう問題があって，申立てにちゅうちょされていたというようなケースというのですか

ね，特別養子縁組を最初からやればよかったのだけれども，普通養子縁組みたいなこと

でやって，それから，連れ子養子みたいなものですね，そういうような形で使ってとい

うことがありましたので，例外要件というのは，多くはないでしょうけれども，あり得

るのではないかということで，支持したいと思います。 

○窪田委員 何かいろいろな先生方の御意見を伺って，どこが一致して，どこが一致してい

ないのか，私はだんだん分からなくなってきたのですが，今の２の立て方だと，申立時

基準説を前提とした上で例外を立てていて，例外としての部分は，申立てがされなかっ

たことについてやむを得ない事由があるということだけですよね。ということは，ほと

んど年齢としての絞りは掛けていないということになるのではないかと思いますので，

棚村先生のおっしゃったことがその結論と一致するのかが，私自身はよく分からないと

ころがございました。 

  あと，２の例外の話より，１になってしまうかもしれないのですが，その点も発言して
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よろしいでしょうか。先ほど，やはりある程度早い年齢の段階で対応した方がいいとい

うことを棚村先生からもお話がありましたが，そうだとすると，むしろやはり成立時が

基準になるのではないかと。１５歳までは申立てが可能だし，１５歳をすぎてしまった

って理由があれば申立てはできるのだよというのは，むしろ逆方向に働くのではないか

と思います。その意味では，１の部分は割にかっちりと作った上で，しかし，それをか

っちりと作った上で例外を作るかどうかという議論ができるのではないかと，あるいは，

藤林委員からも先ほどあったのも，恐らくそういう趣旨だったのではないかと思うので

すが，１は成立時という形で厳格にしたとしても，一定のそれなりの事情がある場合に

例外を認めるという御意見だったのではないかと思いますので，そういう意味での例外

が認められるかどうかという点を議論すればよろしいのではないかと思いました。もち

ろん磯谷委員ほか浜田幹事の御意見というのも，むしろ例外を認めないという御意見だ

ったと承知していますけれども，かなり１を厳格にした上で，２の例外という議論をす

るということは，方向としてあり得るのかなと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。１の申立てか確定かという点は，もちろん確定とし

た方が，窪田委員がおっしゃるように，全体として年齢は下がるのだろうと思いますけ

れども，申立てとしたとしても，やはり早く申し立ててもらう必要があるというのがこ

こでの了解事項なのだろうと思います。例外をどうするかということについて御意見を

頂いた上で，申立てか確定かということについては，手続上何か支障があるかという点

についても御意見を頂いて，手続上の支障がないということであれば，確定を支持され

る声も多いので，申立てではなく確定という方向で考えることになろうかと思っており

ます。その前の問題として，磯谷委員や浜田幹事からは，１５歳を超えるというケース

が現れたときに，その人について３で同意を得るということについて，非常に強い抵抗

感が示されているわけですけれども，１５歳を超えて例外を認めるということになれば，

やはりこの問題はどうしても出てきます。ケースとしては数はかなり少ないものになる

でしょうが，裁判所としては難しい判断を迫られることになると思います。それはそう

いうものとして丁寧にやっていただくということでお願いができるものなのか，もしそ

ういうことであれば，磯谷委員や浜田幹事も，納得とまでは申しませんけれども，受け

入れ可能であると思っていただけるのかもしれません。この辺りについては，いかがで

しょうか。浜田幹事か磯谷委員，何かございますか。 

○浜田幹事 おまとめいただきましてありがとうございます。先ほど私が冒頭に申し上げま

したのは，正におまとめいただいたとおりで，例外は設けないのであるという，これが

最もすっきりいたしますし，申立てはなるべく早い方が好ましいよねということを一番

確実に保障できるのが，現在の出てきている案の中ではその方向だということから申し

上げたものです。もっとも，次に議論がなされるのは，ここの亀甲括弧に入っている２

の例外の三つの要件，これにとどまらず，何らかの例外を設けるのだ，そのときにはど

のようなものがふさわしいのか，ということの議論をすること自体を否定するつもりは

ございませんし，在るべき姿がどのようなものかということについては，是非議論させ

ていただければと思います。 

○大村部会長 なかなか難しい御発言を頂きましたけれども，浜田幹事の原則的な立場はよ

く分かりました。まだ，２の例外として，仮に例外を認めるとして，どういうものを定



 - 11 - 

めるかは，先ほどから窪田委員より，申立てとするか確定とするかによって書き方も違

うし，柱書にも何か書く必要があるのではないかという御指摘もありましたので，そこ

は議論を要するところかと思います。１５歳を超えて同意を得るというのが必要な場面

が，例外を認めれば出てくることになりますが，この点についても，もう少し御意見を

頂けますでしょうか。 

○藤林委員 もう何回も言っているのですけれども，私は児童相談所長を１６年やっていて，

全国のいろいろな里親会とか里親さんのお話を聴きながら，こういうケースというのは

例外的には存在するだろうというのは肌感覚で感じているところです。福岡市のケース

で，今正にこの法改正を待っているケースはないのですけれども，全国で考えれば，そ

れほど多くないのですけれども，年間十数件はあるのではないかという印象です。要す

るに，やむを得ない事情の一つに，ずっと里親さんとして子どもさんを養育しつつ，特

別養子縁組の年齢制限のために特別養子縁組を申し立てることが本当にできなかった，

これはやむを得ない事由だと思うのですけれども，かといって普通養子縁組をするには，

以前，私がこの会で言いましたように，実親さんの精神障害であるとか，又はいろいろ

な薬物の問題であるとか，そういったことからちゅうちょしてしまうという方は，今現

在，養育里親さんの中に一定数いらっしゃるのではないかと思います。 

  一方で，この会で懸念される，例外要件を認めると遅くなってしまうのではないかとい

うことは，やむを得ない事由ということで一定の縛りがあれば，それは防げるのではな

いかということと，当然，厚労省からも説明がありましたように，児童相談所運営指針

にも書かれておりますし，より早い段階で永続的な関係を保障していくということが児

童相談所全体に知れ渡っていくと，それほど漫然と１５歳まで引き延ばすということは

なくなっていくのではないかと思っています。そう考えますと，特別養子縁組の年齢制

限が例外を含めて引き上げられることによって，やむを得ない事由というのは，この数

年間の経過措置として，年間十数件とか，そういう単位であるのかなと思い，３年後，

４年後ぐらい，要するに，今１５，１６，１７の方々の特別養子縁組が保障されると，

その後はぐっと少なくなってくると思うのですけれども，それでもやはり一定数は，ご

く例外的なケースがあるかと思います。 

  それは，例えば，以前，里親養育をされていたけれども，いろいろな理由で実親さんの

ところに戻ってしまったというケースもよくあります。実親さんの下に家庭復帰したけ

れども，その後，思春期ぐらいで非常に重大な虐待事件が発生して再保護されてしまっ

た，その年齢が１２歳，１３歳といったケースもあったりもいたします。その重大さに

基づいて，もはや実親の下への家庭復帰もあり得ないし，又は普通養子縁組もあり得な

いといったケースも十分あり得ます。性虐待ケースもあったりもいたします。そういう

ケースも経験してきました。そのときに例外を一切認めないとなると，１５歳までに何

とか間に合わせるということはかえって無理を引き起こしてしまうのではないかという

ことを考えると，やはり一定数のいろいろなケースを想定しながら，１５歳に達するま

で申立てができないといった理由もあるわけですから，そこは一定，例外を認めておい

ていただくことが子どもの利益に資するのではないかと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  ほかに御発言，いかがでしょうか。 
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○棚村委員 これは監護とか親権争いでも，子どもの意向とか心情の調査というのは家庭裁

判所でも難しい課題になってきていると思うのです。かなりスキルも蓄積されつつあり，

いろいろな研究も進んできていることは間違いないのですけれども，特別養子縁組につ

いてもやはり同意の問題というのは非常に困難な課題と言えます。具体的に，誰がどの

タイミングでどのように聴いていくのか，調査をしていくのか，確認していくのかとい

うのは，かなり重要な問題であり，それぞれの機関が，例えば児相が関わったり，民間

あっせんの機関が関わったり，いろいろすれば，それなりの福祉の立場から，あるいは

臨床心理というような感じで，いろいろな立場からあり得ると思うのです。これは磯谷

委員もかなり強調されていたように１５歳前後のお子さんたちの心理状況というのはか

なり微妙な状況にありますので，そういうようなことについてはやはり，かなり慎重に

扱う必要があって，ガイドラインとかいろいろ海外でやっているような，そういう取組

みたいなものを参考にして，日本でも，一番実務的にも適切な実施要領とか調査手法と

か，そういうことを含めて，課題になってくると思うのです。そういう前提の上で，や

はり同意というのをかなり慎重に位置付けながら，同意が必要ということについて理解

はしているし，当然のことだと思うのですけれども，そういうようなことで，子どもに

とってかなり酷な選択や，あるいは不十分な説明の中で意思決定を迫られるということ

がないように，やはりきちんと，どういう内容を具体的にどういうふうに説明をして同

意を得ていくかということについても，やはり今後きちんと詰めていくという前提で，

この例外要件というのですか，そういうことで位置付けていただければと思っています。 

○大村部会長 ありがとうございます。これも例外要件を定めたときに実際に運用に関わら

れるお立場の方もいらっしゃると思いますけれども，そういう観点からの御意見もあれ

ば，承りたいと思いますけれども，いかがでしょうか。 

○宇田川幹事 これまでの部会においても，１５歳以上の子どもについて同意を求めること

は酷な場面があり得るのではないかという議論がされており，裁判所としても，運用面

として難しいところがあるというところはお話をさせていただいていたところです。た

だ，その点に関する政策論のところについて，裁判所として何か申し上げるところでは

ありませんので，実際に１５歳以上の子どもから同意を得る必要があるという規律にな

った場合には，１５歳以上の子どもの意思の把握というのが非常に難しいということを

前提として，実務における運用をどうすべきかということを検討して取り組んでいくべ

き事項なのかなと捉えているところでございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。ほかに何か，今の点について御発言はございません

でしょうか。 

○平川委員 一つ質問なのですが，１５歳という同意要件の，この同意を取る時点というの

は，どの辺で取るのか。申立てで取るのか，申立てだけだと裁判所は判断できないと思

うのですけれども，申立てで取るのか，審判の開始時点で取るのか，確定で取るのか，

どの時点で同意を取ることになるのか，教えていただきたいと思います。 

○山口幹事 これは恐らく，私どもの考えておりますのは，養親子の適合性が本当にうまく

いくのかどうかというところを見るときに，最終的に確認するのだろうと思いますので，

そういう意味では，第１段階の手続というよりは第２段階の手続で確認するのかなと考

えております。 
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○平川委員 分かりました。申立ての時点で同意が取れていない場合をどう考えるかという

課題があります。もしもいろいろな例外規定を考えるのであれば，例えばそれをどう考

えるかというと，同意は取れていないけれども申立てはされましたということもあり得

るのであって，それは許されるのかどうかということをどう考えるのかということです。 

○山口幹事 子どもが，例えば嫌がっているとかというのに，更に手続を進めるという場合

が現実的にあるのかどうかは分かりませんけれども，理屈の上では，子どもが同意して

いなくても手続を始めるということはあり得て，試験養育を始めてみて，最終的に養親

のところに行くということについて同意が得られれば，それでいいのかなと思います。

ただ，現実的に，同意が必要なケースというのは１５歳を超えていますので，それぐら

い大きなお子さんが手続の開始当時にかなり消極的な姿勢を示しているのに，なお手続

を進めるということがどれぐらいあるのかというのは，疑問はあるところだと思ってお

ります。 

○平川委員 全ての子どもが自分の意見を明確にできる子どもではなく，いろいろな多様な

子どももいらっしゃいますので，その辺の，流れに流されてしまって最後まで行ってし

まったけれども，やはり確定してしまったら後悔をしてしまったとか，そういうことも

あり得るような気がいたしますので，その辺の考え方も一つ，考える必要があると思っ

たところです。 

  それから，年齢要件のところは，これは以前から繰り返し言っているとおり，１５歳と

いう要件についてです。民法上は１５歳以上は同意が必要であるとなっていますが，１

５歳未満であっても何らかの意思確認というのは必要であるという点について繰り返し

発言してきているというところであります。申立時，確定時という問題の他に，１５歳

未満の方に対しての対応というのをどう，今後，要綱案を作る際に，今後記載がされる

ような方向になるのかどうなのか。いや，これは民法上の話なので，それについては厚

労省にお願いをして，この場ではその辺は別に検討しなくてもいいのだというふうな話

になるのか。それとも，そうではなくて，やはり子どもの意思表示という観点からすれ

ば，それも含めてこの要綱案の中に記載されていくことになるのか，どうなのか，私と

しては書くべきだと思いますが，それについてお聞きしたいのですが。 

○山口幹事 実は現行法の中でも，お子さんの意思は考慮しないといけないという規定があ

りますので，最終的にはこの要綱案の中に書くのは改正すべき事項を書くと思いまして，

そうしますと，現行法でも子どもさんの意思を考慮しないといけないという規定がある

以上は，その規定はいじらずに，要綱案には書かないということになろうかと思います。

ただ，要綱案に書かないとはいいましても，現行法に子どもの意思を考慮しないといけ

ないという規定があるものですから，現在もそうですし，今後もお子さんの意思という

のは，１５歳未満であっても，考慮されるということになろうかと思います。 

○平川委員 すみません，何回も。その場合，やはりある意味，親子の縁を切るという残酷

な意思表示をしていただくという形になると思いますけれども，そのときにも子どもの

心身の発達とかを含めて，それに配慮しなければならないとか，そういうことについて

も今後の要綱案には入らないという形になるのですか。要するに，言っているのは，別

の要綱案では，ハーグ条約のものだと思いますけれども，子の引渡しの強制執行に関す

る規律の明確化というのがありまして，その中で，子どもの発達に応じた事情であると
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か，強制執行に関して子どもの心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければな

らないと記載がされているという形になっているのですよね。今までは年齢が小さかっ

たから，子の意思というのは聴きますけれども，やはりその程度というのはかなり違っ

ていくということの重大さというのは，きちんと押さえておかないと，単純に１５歳以

上，未満で線引きをすることで，それだけでこの話が済むとは思えないのです。今後の

年齢要件の関係で言うと，要綱案を作るときにはその辺は配慮していただきたいと思っ

ているのですが，どうなのでしょうか。 

○山口幹事 御指摘のとおりで，今は最大でも，例外的でも申立時８歳未満ということです

ので，それぐらいの年齢になっているわけですけれども，今後，１４歳とか１３歳とか，

もし例外が認められれば，それを超えていくということもあろうかと思いまして，そう

いうときにはおのずから，意思の確認の仕方ですとか考慮の仕方というのは変わってく

るのだろうと思います。ただ，これを要綱の中で文字的に示していくというのは結構難

しいのかなと思いまして，例えば，極端な話，ゼロ歳とかのお子さんの場合，意思の考

慮ということはできないということに実際上なると思いますが，ある意味，グラデーシ

ョンのように，だんだん年齢が上がっていくにつれて，そのお子さんの意見というのを

考慮すべき度合いというのも強まっていくだろうと思いまして，そこをどういうふうに

文字で表現できていくのかというのは，少し考えさせていただければと思います。 

○平川委員 しつこくて申し訳ありません。それと，その辺の配慮とかいうのは，やはり裁

判所の方でやっていくという形になりますよね，意思確認への配慮，若しくは同意への

配慮というのは，多分それは裁判所が行う形になっていくと思いますけれども，裁判所

における体制というのはどういう形になるのでしょうか。法律はできたけれども，そう

いう配慮する体制がありませんでしたという話になったら，それは厳しいと思いますけ

れども。 

○山口幹事 まず私の方で答えさせていただいて，もし裁判所の方で違うということであれ

ば修正をお願いしたいのですが，今もお子さんの意思というのを考慮しているというこ

とでして，実際は家庭裁判所調査官がお子さんの意思を確認するなりしているのだろう

と思いまして，今後も家庭裁判所調査官がそういう役割を担っていくのだろうと思いま

す。そのときの確認の仕方というのが，御指摘のとおりで，年齢が上がっていくと，今

とはまた違ったといいますか，より慎重な確認の仕方になるのかなというのが，考えて

いるところです。 

○宇田川幹事 現行法でも，先ほどから話が出ているところですけれども，家事事件手続法

６５条で，家庭裁判所は，子が審判の結果により影響を受ける事件においては，子の陳

述の聴取，家裁調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように

努め，審判をするに当たり，子の年齢及び発達の程度に応じて，その意思を考慮しなけ

ればならないとされております。このような規定がありますことから，家庭裁判所では，

親権者の指定等子の福祉が問題となる事件においては，家裁調査官が，人間行動科学の

知見に基づいて，子に対してどういうやり取りをもって子の意思の把握をするかという

ことを，子の福祉の観点から十分に考えて対応しているところでございますので，特別

養子縁組の関係でも，子の年齢がどれくらいかというところにも応じまして，その心身

の状態にも応じて，子の意思を適切に把握するように努めていくというところだと認識



 - 15 - 

をしております。 

○藤原委員 子どもの意思を確認するというプロセスは，非常に丁寧なプロセスが必要だと

思うのですけれども，今の事務当局の御説明や委員のお話をお聞きすると，基本的には

家裁の調査官がお子さんの同意を丁寧に確認を頂くということがもちろんメーンだと思

うのですけれども，恐らく，もっと前のこのプロセスの中では，児童相談所であったり，

民間のあっせん機関の規制法もでてきておりますので，そういった許可を受けたあっせ

んの担当の方々が側面的に支援をすることになるのではないかと思うのですが，そうい

う意味で，規律がどういうふうに規定されるのかをよく見させていただきますけれども，

仮に９－２の例外を設ける場合の許容性についてというふうに補足をされているような

内容で議論が進んで，認めていただけるような場合には，児童相談所であったりあっせ

ん機関がやるべきことについても整理をした上で，ガイドラインなどを児相の中の指針

の中に位置付けられるかどうかも含めて，前向きに検討することはできるのではないか

と今，感じております。 

○大村部会長 ありがとうございます。平川委員からの御指摘は，今，１５歳以上になった

ときには同意が要るということで，その同意をどうやって取るかということが議論され

ていますけれども，１５歳未満についても，その子どもの意思がどういうものであるか

について聴取することが必要なので，法的な効果に違いはあるけれども，しかし連続的

に考える必要があるのではないかという御指摘だと伺いました。裁判所としては従前も

一定の対応をされておられるかと思いますけれども，仮に１５歳以上の場合が生じるよ

うであれば，その場合も含めて，対応については改めて御検討いただけると先ほどお答

えを頂いたものと理解しております。 

○棚村委員 すみません，少し質問なのですけれども，１５歳以上に達している場合に，成

立させるためには縁組についての同意を求めるということになると，同意をしない理由

とか同意をする理由とか，もちろんお聴きになるとは思うのですけれども，どんな理由

であっても，真意に出て自由な意思でもって判断した，同意する，あるいは同意しない

ということについては，かなり決定的な意味を持つように私は理解をしていたのです。

要するに，１５歳以上の子の陳述は聴かなければいけないというのは，かつての家事審

判規則の５４条だったか，そこからもう流れがあって，今は家事事件手続法で，そうい

うものを越えて，年齢を越えて，年齢と発達の程度に応じて，やはり意思をきちんと，

心情とかを把握して，それを反映させなければいけないということ，考慮しなければい

けないということになっているのですけれども，ここでの同意がなければ，むしろこれ

は成立を阻止できるという強いものなので，もう１５歳になると，前から私も言ってい

ましたけれども，遺言もできれば認知もできるし，子の氏の変更とか，自分に関するか

なりのことが自分でできるので，むしろ保護の対象とかいうことよりは，当事者本人と

して判断をしたことをかなり重く見なければいけないという意味での，この要件の立て

付けになっていると思うのです。 

  そうすると，むしろ，それ以下の子どもたちをどういうふうに意思とか心情とか，１０

歳を超えると意向みたいな形になりますけれども，それ未満でも，心情とか思いをかな

り考慮しなければいけないとされている。ただ，それとは違って，この１５歳以上の子

の同意というのは，するかしないかを決定的に左右するものとしてありますので，その
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理由が何かこういう事情だとか，ああだこうだとかという詮索をするというか，細かく

聴くというよりは，かなりそういう子どもたちが，海外ではどう言っているか，もうそ

れはコントローリングであると，１４歳を超えたらとか１５歳を超えたらということで，

それはもう当事者として，その子の意向を無視して判断もできなければ決定はできませ

んというような趣旨として捉えてよろしいのでしょうか。もちろん，だまされたとか，

同意を強要されたとかということがあれば別ですけれども，そうでなくて通常のプロセ

スで表明をされた同意であれば，同意しないということも，同意するということも，そ

れはそのものとして重く受け止められるという立て付けの条項というか，そういう理解

でよろしいでしょうか。 

○山口幹事 はい，正にそのとおりでして，そういう意味では決定的な効果を持つものであ

ろうと考えております。 

○磯谷委員 一つ目は，今の点に絡めてですけれども，例えば，子どもは形式的には同意を

しているし，養親候補者さんとの関係は良好だし，実際のところ子どもも養親候補者さ

んのところにいたいのだろうとは思われるけれども，一方で，子どもは本当に実親との

親子関係を切りたいとまで思っているのかどうか，この子はその点を本当に整理できて

いるのだろうかというところが，例えば裁判所の調査官としては確信が持てない，しか

し形式的には同意がある。こういう場合には一体，同意があるから成立をさせるという

話になるのか，それとも，同意はあるけれども，同意以外の要件を満たさないので認め

ないとするのか，そこのところはどう考えるべきなのかというところは，なかなか難し

いところかと思います。 

  ということが１点ですけれども，もう１点は，先ほど私が申し上げているように，実際

にこういった１５歳を超えて特別養子縁組が必要となるお子さんは極めて限られている

と思うのですけれども，百歩譲って，仮にそういう方がいらっしゃるという場合に，そ

の解決の仕方として，特別養子の上限年齢を引っ張り上げることで解決するのが望まし

いのか，それとも，先ほどの棚村委員の問題意識とも重なると思うのですけれども，普

通養子縁組の効果の方を見直すことで解決することが望ましいのか，やはりよく考える

必要があるのだろうと思うのです。１５歳で一応切った理由というのは，先ほどから出

ていますように，１５歳になれば，基本的には自分で養子縁組，遺言その他，身分行為

ができるからです。とすると，裁判所が養子縁組関係を形成するという特別養子制度そ

のものが，１５歳に達した段階で果たしてなじむのかどうかという，そこの疑問はやは

りどうしても払拭ができないと思うのです。 

  むしろ，先ほどから藤林委員からも出ている，仮にそういったニーズのお子さんがいる

として，そういうお子さん，例えば，本当にもう自分としては実親子関係を切りたいの

だと，自分が主導したって実親と縁を切って，どことかの養子になるのだというお子さ

んが仮にいらっしゃるとして，そういうお子さんは，むしろ本当は普通養子縁組の形態

でなさった上で，その効果について，例えば一定の場合には特別養子と同じような形で

親子関係を切るのかどうかを検討すべきではないか。従来未成年の普通養子縁組の効果

については学会の方でもいろいろと議論があったように伺っておりますので，むしろそ

ちらの方で議論をすることの方が本則ではないかと思うのです。今ここでこういった形

で例外というふうな形で出すことによって，かえって今後未成年の普通養子縁組の在り
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方について議論する際に，その議論が縛られてしまうのではないかという懸念も感じて

おります。 

○久保野幹事 今の御意見に基本的に共感するところがございますけれども，恐らく普通養

子との関係というところと関係しまして，子の同意についての懸念を論じるところで，

実親との関係の終了という効果に着目して，今のところ議論が中心にされていますけれ

ども，今の御指摘の中にも実質的には含まれていたように思いますけれども，離縁の在

り方も普通養子と特別養子で現在のところ大きく違うので，養親とやっていきたいと１

５歳以上の子が思ったとしても，それが８１７条の１０という要件の下でしか離縁がで

きないということと，その効果も引き受けるかどうかの判断ということを含むと思うの

で，その点も含めて慎重に考えた方がいいのではないかと思います。その観点と，１５

歳というのが，実際的に同意を取るのが酷かどうかとかいうだけではなくて，普通養子

と特別養子というものをどういう制度として区分けするかということを背景に議論され

ているということも考えますと，例外については今回も，どちらかというと消極に考え

た方がいいのではないかと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。磯谷委員，それから久保野幹事の御発言の中で，現

在の選択肢とは別の選択肢が必要なのではないかという御指摘がありましたが，それは

十分に理解できる御指摘だと思います。現在の普通養子のように実方との関係が残り，

解消が相対的に容易だというものと，それから特別養子というものと，この２本立てだ

けでは困らないかというのは，正にそのとおりなのだろうと思います。ただ，今回は特

別養子を対象としており，普通養子については対応することができませんので，今後検

討するということにならざるを得ないのだろうと思います。先後の問題，どちらを先に

やるかということについては，皆さんいろいろ御意見がおありかと思いますけれども，

仮に近い将来において，普通養子制度を改正することがあったときに，特別養子との関

係を再度検討する必要が生ずるかもしれません。そのことを含んだ上で，現在全く例外

を認めないということでよいのかということが問題なのだろうと思いますが，磯谷委員

は先ほどから立場表明されていらっしゃると思いますし，久保野幹事も原則的な立場を

示されたのだろうと思います。ぎりぎりのところで例外をどうするかということについ

て，なお慎重にという御意見は分かりましたけれども，さらに他の御意見も頂ければと

思いますが，いかがでしょうか。 

  御発言いただいていない委員，幹事の方からも御発言をいただけますと幸いです。いか

がでしょうか。 

○山根委員 年齢を大きく引き上げることについて，やはりいろいろと心配が出てきます。

子どもも悩むだろうし，１５歳以下であってもですね，あと，裁判所の方も大変苦労す

るだろうということを想像します。そういう意味でも，やはり特別養子というのはなる

べく低い年齢で成立させるべきだと。もう１５という具体的な数字が出ていますけれど

も，成立時に１５歳未満で在るべきという案を支持したいと思っています。ただ，一方

で，少しでも救える子がいるのであれば，例外を設けてということも理解はできます。

その具体的要件をどうするかということについては，伺っていると，ニーズはごく僅か

と思われるし，それぞれ個別なケースで，そういったものに関して具体的な要件をきっ

ちり設けることが，素人で分かりませんけれども，うまく当てはまるのかどうかという
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のもすごく心配するところであります。ですから，例外を設けるにしても，やはり一つ

一つ裁判所で運用でというのですか，具体的に個別に判断していかざるを得ないのだろ

うと考えます。あとは，やはり普通養子等の議論とともに詰めていくべき，議論を進め

るべきところがたくさん残っているのだろうと考えます。 

○大村部会長 ありがとうございます。山根委員の今の御指摘は，最初の方で窪田さんがお

っしゃったような見方と共通の見方を示しておられるように伺いました。原則は１５歳

ということではっきりとした線を引きたい，しかし，例外としてやむを得ない場合とい

うのが残るであろう，それに対する対応は一定程度は必要であって，要件化をするけれ

ども，最後は裁判所の判断に委ねるということにならざるを得ないということだったか

と思います。 

○岩﨑委員 少し黙って皆さんのを聞いていたのですけれども，確かにどんなケースがどれ

だけ出てくるということは，現場にいる私たちでもそれほど予測性があるわけでは決し

てありません。ただ，例えばほかの例外規定ですよね，今まで８１７条の６だとか，子

の利益のためにという，言葉だけは立派にできていたけれども誰も使わなかった，親が

行方不明で親の同意がないケースは，もう特別養子なんて出せないのだと思っていたけ

れども，結局，私たちのところで，でも，子どもの利益を考えたら，裁判官の決断さえ

あれば特別養子が認められるのだという，この文章を信じて出していこうではないかと

いう中で，やはり認められてきた経過があります。今まで難しいと思っていたことが，

やってみると，だんだんと共通理解が深まっていって，このぐらいのケースだったら多

分，裁判官さんは認めてくれるよねというようなものが私たちの中で見えてきていると

いう経験を３０年の間にしてきた者にとって，これから起こるであろういろいろな問題

について，決して積極的にとは思っていません，消極的に，でも可能性があるのなら，

そういう検討の仕方はないだろうかということは，絶対に私たちの経験の中から，何ケ

ースあるとかどうなるということではなく，あると思います。 

  特別養子と普通養子の違いは何なのかということで，こんなことが起きています。実は

私がお世話した子どもの実父が亡くなったので，その息子さんが初めて，父が死んでか

ら，父がほかの女性に産ませた子どもがいて，その子どもが父の子として普通養子法時

代に養子に出されているということをお母さんが息子に話しました。どれだけ財産が残

されているのか，逆に借財があるのか，内容は全く分からないのですけれども，取りあ

えずどうしたらいいのかよく分からないので，明日私のところへ相談に来たいという，

お母さんは泣きながらの，息子の方はうろたえた声での電話による相談でした。実の親

にもこういうことが起こるのだということが，私，今回初めてなのです。実の親から普

通養子に出された子どもと，父の下で育てられた子ども，その父の死がこの子どもたち

の何に影響していくのかということを，その２つの家族が直面しなければならないとい

うような中で，私たちの仕事は現実に動いているのです。あるのか，ないのか，何が起

こるのかということは，本当に予測ができないような状態で動いています。 

  その中に，最近いろいろなケースを取り扱う中で，やはりとても困ったとき，何とかな

るかもしれない手立てをいろいろ作っておいていただけることが，私たちにとって思い

がけない，子どもの幸せを考えてやれることにつながるのではないか，それは誠に慎重

にやらなければいけないですが，例えば，１５歳になっているから，実の親，いわゆる
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法的な親が，その人は今も存在していて，でも，自分にとっては存在していない人で，

そして，死んだり何かすると突然その人の存在が明らかになってくるというような，現

実的にはそういう形で法的な親というのは存在をしておりまして，施設や里親に養育さ

れてきた子どもの場合には，その養育上の恨みつらみが，例えばこの親と切りたいとい

う話になる可能性はあります。 

  極端なケースで，私たちもびっくりしたことがあるのですけれども，協会のホームペー

ジに，「私は養子に出されたいです」と，「なぜなら私の両親とも私が歌手になること

に一切，反対をして協力をしてくれません，そんな親は私は要りません，今の私の気持

ちを受け入れてくれる養親を探してください」みたいなメールが書かれていて，びっく

りしたことがあるのです。子どもにとって，自分の人生を決めたいと思っていることに

実の親が非常に非協力的，当たり前なのですけれども，そんなどうなるか分からないも

のに親は同意ができるわけではないのですが，でも，思い詰めた子どもというのはそん

なふうにさえ考えることがあり得るのだと思うと，そんなことが理由で親の縁を切りた

い，特別養子をというようなケースまで我々が動かすわけでは決してありませんが。 

だだ，本当にこの子にとってこういうことが考えてやれないだろうかというケースが，

万が一，どんな風に出てくるのかどうかは分かりませんが，でも，一つ出て，それが認容

されたことによって，それに近いところで悩んでいたケースが，では，思い切って出して

みようというふうに出てくる中で，どこまでが限界でどこまでなら可能性があるかという

ようなことが経験上分かっていく中で，これをまだ法律上，必要なことと法文として残し

ておくべきか，逆に，こういうふうに法律の全体性を変えればこのこともカバーしていけ

るのではないかという動きが，これからも積極的に，こういう法律に対して先生方が取り

組んでくださることを期待して，今は私たちが願うことに一つの光明を与えていただけた

ら，私たちはそれを大事にしながら，子どもにとってどんなときにこれが使えるのかと考

えながら，決して，子どもを不幸せにするような，あるいは制度そのものをなかった方が

よかったのにと思うようないじり方をしないように心して，皆さん方のこれだけの御心配

を受けながら作られた法律だとしたら，そのことを子どものために使おうと思う私たちの

中で，もっと慎重に考えていくことをこれからは広げていくことも含めて，私の役割にし

たいと思っておりますので，どうぞその辺をお聞き入れいただくことはできませんでしょ

うか。 

○大村部会長 ありがとうございます。限定的なものであれ例外を開いていただけば，それ

を適正な形で使えるように運用したい，そういう御決意をお示しいただいたものと理解

しました。 

○宇田川幹事 ありがとうございます。例外要件の運用について少しお話が出たところでご

ざいますので，少し意見を述べさせていただきます。 

  従前の案では，「特別養子の申立てがされなかったことについてのやむを得ない事由」

ではなく，広く「やむを得ない事由」が問題とされ，その「やむを得ない事由」も広が

りすぎている感があって，裁判所としても，どのような場合にやむを得ない事由がある

ものとして特別養子縁組の成立を認めるべきか判断しにくいのではないかと申し上げ，

そこについて条文で明確化するか，又は部会で議論して明確化していただくことをお願

いしていたところでございます。裁判所にいろいろ期待していただいているのは非常に
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有り難いことなのですけれども，要件を「やむを得ない事由」というふうに一般的にさ

れてしまうと，判断が非常に難しいというところでございますので，その点を含めて御

議論いただきたいと思います。今回提案として出されている，「申立てがされなかった

ことについてやむを得ない事由」という要件について，これまでの部会の議論では，例

えば，先ほど藤林委員からも指摘された，年齢制限のために特別養子を申し立てること

ができなかったが，制度が改正されたため申し立てたというような場合ですとか，あと，

前回か前々回の部会で出された例としては，実親側が反対していたというような状況が

長く続いていてが，その実親が同意するようになったということで，ようやく申立てを

したというように，それまではちゅうちょしていたけれども，ようやく申立てをするこ

とができたというような例が挙げられていたところです。こういった場合は，「申立て

がされなかったことについてやむを得ない事由」があるというふうに皆さん考えていら

っしゃるのか，そういうところも含めて，どういう場合に「申立てがされなかったこと

についてやむを得ない事由」があるのかというところについて，もう少し御議論いただ

けると，裁判所の運用もより適切に，立法趣旨に沿ったものになるのではないかと思っ

ております。 

○大村部会長 ありがとうございます。仮に例外要件を設けるときに，今，２の（３）が書

かれていますけれども，ここに書き込むかどうかは別にして，これをより具体化するよ

うな内容を示していただき認識を共有してほしいという御趣旨ですね。 

○宇田川幹事 お願いします。ありがとうございます。 

○大村部会長 いかがでしょうか，今挙げていただいたようなものについてどうお考えにな

るのか，あるいは他のケースについて，こんな場合も考えられるというようなことがお

ありでしたら，何か御発言をいただければと思いますけれども。 

○水野（紀）委員 御指摘いただいた点と少し違ってしまうかもしれませんが，お許しくだ

さい。ようやく妥協の議論が進みつつあるところで，ためらいつつ申し上げます。私は，

「やむを得ない事由」を削る立場，例外はない方がいいという立場をいまだに考えてお

りますので，どうしてそう思うのかという理由を少しお話させていただければと思いま

す。今までも磯谷委員や浜田幹事からも御指摘がありましたけれども，挙げられた例が，

日本の現状を前提にしていて，そして，その前提がこの特別養子のところに変に流れ込

んできていて，それゆえに，年齢を上げること，「やむを得ない事由」を認めることに

よって解決すると思われているようなのですけれども，それは筋が違うのではないかと

いう気がしてならないのです。 

  具体的に申しますと，子どもを実親から守るために，幅広く網を掛けたいということで

すけれども，それは子どもに害を加えるような実親からの接近に対しては，私人である

養親に子どもを守らせ，特別養子で縁を切ることによって子どもを守るのではなくて，

もっとずっときめ細やかな形で，例えば実効性のある接近禁止命令をどんどんかけると

か，そういう形で守るべきだろうと思います。実親が同意しなかったから縁組が延びて

しまったというのも，これもおかしな話で，本来そういう実親であれば，社会がとっと

と実親の親権を切ってしまうかあるいはきちんと親権を停止させて，しかるべき親に委

ねるという形にしているべきでした。それがそうできなかったということが，ずるずる

とこちらの方に流れ込んできているように思えてなりません。 
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  例外を認めるべきではないという点につきましては，１５歳で意思を確認しなくてはな

らないということが残酷だと思うからです。本当は１５歳よりもっと下の方がいいとは

思っているのですが，１５歳を超えてしまいますと，意思を確認しなくてはならないと

いうのは決定的です。先ほど，もっと幼いうちから本人の意思確認はするのであって，

そのやり方はグラデーションでしょうという御発言がありましたけれども，それは子ど

もの様子を見なくてはならない，子どもが何を思っているのかということを慎重に把握

した上で決断を下さなくてはならないという意味では，正にそのとおりだと思います。

ただ，ここで要件になっているのは，子どもにその決定をさせて，その意思表示をさせ

て，あなたが言ったことが要件なので，あなたが実親との関係を切るという判断をした，

その結果この養子縁組は成立するのだということなのですから，それと事実上の意思確

認との間に，やはり大きな差があるように思います。そして，そういう要件となる意思

表示を子どもにはさせるべきではないという思いがございます。どうしてもということ

でしたら，経過規定としてはやむを得ないのかと思うのですが，そうではなくて一般的

に広げておきますと，ここにたくさんのいろいろなものが入ってくる可能性があります。

それよりは，現実に岩﨑先生が現場で困っていらっしゃるようなことを，どういう形で

我々の社会は酌み取れるのか，ほかに手段はないのか，そこで接近禁止命令を出すべき

ではないのか，ここで親権の停止をもっと果敢にすべきなのではないかというような形

で考えていく方が筋ではないかと思えてなりません。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○磯谷委員 先ほどから少し出た「やむを得ない事由」のところが，私としては今お話を伺

って，一層よく分からなくなってきたのですけれども，元々言われていたのは，やはり

１５歳になる直前に虐待を理由に子どもが保護されて，申立てをする間もなく１５歳に

なってしまったというケースで，そういうケースは私も例外要件としては分かるかなと

思ったのですけれども，先ほど出てきたのが，同意をしてくれなかった実親が同意をし

てくれるようになったとか，あと，藤林委員から出たのが，少し誤解かもしれませんが，

実親が病気か何かだったけれども，その後にそれが回復してということなのかどうか分

かりませんが，申立てが可能になったとか，つまり，申立てそのものは本来できたのだ

けれども，要件的に認められないのではないかと思われたと，そういったことで申立て

を控えていたのだけれども，それがどうも認められそうなので，１５歳に達した後に申

立てをしますと，こういうものも拾っていくという理解なのでしょうか。私の理解はも

っと非常にタイトで，申立てそのものをやろうと思っても，やはりやる間もなく，そう

いうふうな非常に例外的なものと理解していましたけれども，仮に，いや，要件的に少

し見通しが立たなかったけれども，立つようになったからやります，これが申し立てな

かったことのやむを得ない事由ですという理解がここでのコンセンサスなのかどうか，

私もそこがよく分からない。それ一つとっても，やはりこの「やむを得ない事由」とい

う要件はかなり曖昧ではないかと思います。 

○大村部会長 今のような点について認識をすり合わせていただきたいというのが先ほどの

宇田川幹事の御発言だったのだろうと思います。普通養子の問題も含めて，実親との関

係についてもどう処理をするのかということについては様々な方策があり得るというこ

とがこの会議の中でも折に触れて指摘されてきたかと思います。もちろん，それらはや



 - 22 - 

らなくてよいということにはならないわけですが，それらを踏まえて，現時点でやるべ

きこと，あるいはやれることについて，皆さんが一致していただけるものはどういうも

のなのか，ぎりぎりのところでイメージをすり合わせて，それを条文化するということ

なのかと思って伺いました。 

  磯谷委員は一つの例を挙げられて，これは仕方がないかもしれないとおっしゃっておら

れるわけですけれども，藤林委員も，磯谷委員がおっしゃる例についてはそうだとお考

えになると思いますが，他の例として，こういうものも例外要件に入れるべきなのだと

いう御発言があれば伺いたいと思いますが。 

  磯谷委員は一つの例を挙げられて，これは仕方がないかもしれないとおっしゃっておら

れるわけですけれども，藤林委員も，磯谷委員がおっしゃる例についてはそうだとお考

えになると思いますけれども，他の例として，こういうものも例外要件に入れるべきな

のだ，入れてしかるべきなのだというような御発言があれば伺いたいと思いますが。 

○藤林委員 先ほどの私の出した例を，少し誤解を与えてしまったので，もう少し正確に伝

えたいと思うのですけれども，一つは，先ほど宇田川幹事からも言われましたように，

この法改正がないために申立てができなかったというケース，もう一つ私が例として言

ったのは，ある年齢まで里親さんが養育していたけれども，その後，実親さんの下に小

学生年齢とかで家庭復帰するケースというのはそれほど珍しいことではないと思ってい

ます。元の里親さんとのある程度の関係はできていたわけですけれども，その後，実親

さんとの家庭の中で身体虐待なり性虐待が起こって再び保護され，元の里親さんに措置

されるというケースは，これもそれほど珍しいことではないかなと思います。その年齢

が，例えば１２歳，１３歳となった場合に，実親家庭で再虐待，又は虐待が発生した後，

その影響が安定するのにやはりどうしても時間がかかってしまうかなと思うのです。そ

れがやはり１５歳に届かない，子どもの意思なり養親さんの意思が，１５歳という年齢

制限があるために無理してしまうのもよくないことですから，やはりそこには一定期間

の生活の安定なり精神の安定なり，又は子ども自身の実親さんとの関係をどうしていく

のかということを冷静に考えられる時間というのが必要かなと考えると，それはやはり

１５歳を超えてしまうやむを得ない事由ではないかと思います。 

  主に想定されるのはそういうものですけれども，中に，これもごく例外的には，１０代，

１０歳とか１２歳ぐらいまで虐待がなかなか発覚されずに，潜在的な性虐待なりネグレ

クトなりがずっとあって，やはり１２歳，１３歳で初めて保護され，里親さんに措置さ

れるというケースもまれではありません。そういった場合に，里親さんとの関係が非常

に安定して，又は子ども自身が実親さんとの関係をもう終了させたいと思うケースはあ

るのではないかと思うのですけれども，それにしても，この年齢で初めて保護措置され

て，生活が安定する，精神が安定するというのは，ちょうど思春期年齢に掛かるもので

すから，１５歳で本当に間に合うのかどうかというところを考えると，やはりこういっ

た例外規定があることで，１５歳という年齢，申立てなのか，確定なのかはまだ議論が

あるかもしれませんけれども，それに左右されずに里親さんとの関係を築いていくであ

るとか，子どもの精神的な安定を図っていくとか，その中で子ども自身の意思を確実な

ものにしていくという期間がどうしても必要かなと，そういうのが多分，「やむを得な

い事由」の中に含まれてくるのかなと思います。 
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  実親さんの方の同意がやっと得られましたとか，反対していた実親さんが亡くなったと

か，それは余り理由にならないと思うのです。それは，今回の法改正で児童相談所長が

申し立てることができるようになってくれば，より早い段階で，この実親との家庭復帰

はほぼあり得ない，又は法的関係を残すことが子どもの利益にとってよくないといった

判断が行われれば，より早期の段階で申立てをすれば済む問題ですから，それは「やむ

を得ない事由」の中には入ってこないのではないかと私は思います。 

○大村部会長 今のような御指摘が出ておりますけれども。 

○棚村委員 前にも少し御紹介をしたと思うのですけれども，現行の６歳未満で，６歳未満

から引き続き監護されていた場合には原則８歳未満というので，ぎりぎりのところでい

ろいろ問題になったケースに関わったことがあります。審判の成立のために意見書を書

いたというようなことなのですが，このときも実父母の同意がやはり結構問題になった

ケースが多くありました。もちろん同意不要要件みたいなものに該当するかというと，

やはり非常に微妙な，虐待とか悪意の遺棄とか，そのほか「養子となる者の利益を著し

く害する事由」というのを厳格に解するか，少し緩やかに解するかで大分違っていたの

ですけれども，そのケース，栃木のケースは，本当に生後１，２週間で引き取って，ず

っと預かっていたのですけれども，御夫婦は離婚をしてしまって，父親の方は当いう初，

３０００万円ぐらいのローンがあったので，金品を要求するような行為もありました。

それから，お母さんの方は離婚した後，行方がなかなか分からなくて，そして結局，育

てることはできないし，会いにも来ないのだけれども，家庭裁判所から連絡が行って，

やっと見付けて確認をすると，やはり子どもに対する罪悪感みたいなのがあって，心情

的に特別養子縁組には同意できないと拒否しました。では，将来その子どもを引き取っ

て育てられる計画とかがあるのかというと，全く見通しがないというケースでした。こ

のケースで，最初の家庭裁判所は同意がないため取下げを勧告しました。要するに，同

意しない以上はもうとにかくどうしようもないというのです。次に行ったときは却下さ

れて最高裁まで争ったのですけれども，養親候補者や養子のせいでないのに，解釈や運

用がバラバラなために，縁組ができなかった事例とも言えます。このように裁判所の判

断が分かれているし，扱いが極端に異なることで，申立ができないとか，縁組が認めら

れないというのは，申立時をとっても，成立時としても，「やむを得ない」事情ではな

いのでしょうか。このケースでは，結局ぎりぎりの年齢になったときに，裁判所が理解

を示してくれて，同意は不要というようなことで，金品の要求とかそういうケースとい

うのは，まれですけれども，あるのだなというので，私は本当にびっくりしました。そ

うなると，里親登録をしていたり，実際に養育をずっとやっていても，非常に申立にち

ゅうちょされていて，手続も弁護士さんを頼んである程度負担や労力を覚悟してやる人

というのが，むしろなかなかいないのではないかと思います。そうすると，先ほど言い

ましたけれども，実親との確執があるとか，同意をやはり取れないとか，取ることで非

常に困難が生じているとか，それから実親で，私はまれだともちろん思っているのです

けれども，子どもを特別養子に出すか出さないかでお金を要求するような人たちも多く

はないにしろやはりいらっしゃるのだと，親としての責任を果たさない，そのときに，

養子をとろうとする人たちからすると，かなりリスクがあるわけですよね。 

  もう１件は，やはりかなり反社会的な勢力との関わりがあるような実父の方で，そうい
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う意味でも，本来は刑事事件とかいろいろな形で救済をされる必要があるものだと思い

ますけれども，でも，子どもを本当に育てたいということで，思い切って弁護士さんを

立てて，それで，弁護士さんを通じて私みたいなところに来たときに，こんなケースが

あるのだなということなので，藤林委員がおっしゃっているケースも含めて，やはり予

想できないような，そういうひどいものもあり得るのだということです。そういうとき

に，むしろこういうような，原則は１５歳未満で，きちんと低い年齢のときにできるだ

け早く養親になり，特別養子の縁組もしていただいて，ただ，たまたまそれができなか

った，そういう例外的な特別の事情があるものについては，やはり何らかの救済の条文

なり，それを置いておくというのは，私はやはりあり得ることなのだと，そういう経験

を通して痛感しました。 

  だから，恐らく，ケースが少ないからとか数が少ないからとか，それから，普通養子縁

組でやればいいのではないかということなのですけれども，特別養子縁組で本来やった

方がよさそうなケースで，なおかつ，それがやはりちゅうちょされるとか，なかなかで

きないという特別の事情がある場合の，原則があるので例外の規定は一切要らないとい

うことについてはやはり疑問があります。それから，改正に３０年たっているわけです

よね。普通養子も含めて改正しましょうというのでは皆さん一致しているのですけれど

も，果たして，婚外子の相続の差別もそうですけれども，夫婦別姓とかもそうですけれ

ども，これだけ時間がかかってもなかなかできないというようなことを想定すると，今

の段階ではむしろ，普通養子縁組を含めた未成年養子全体の改正に期待をしてこれを削

ってというよりは，これを入れていただいて，そして，やはりなるべく早くこういうよ

うな例外規定を使わなくてもいいような抜本的な改正みたいなものを，むしろ進めてい

ただければと思います。特に私は，３０年とか，１０年単位どころではなくて，今，１

年単位で生きていますので，恐らくこれから先，１０年先にこういうような改正をきち

んとしたものをやるというより，この機会ですので，是非，例外的な規定も設けていた

だいて，これが運用されないということであれば，皆さん，先生方がおっしゃっている

ように，１５歳の同意をどうするかとか，１８歳に限りなく近づいてくれば，そういう

人たちをどうするかとか，後で出てきます，その子が子どもを持っていた場合にどうい

う取扱いにするかとか，非常に難題がたくさん出てくると思います。ただ，そういうこ

とを前提としながらも，今の枠の中では，窪田委員も多分そうだと思いますけれども，

申立時になるのか，審判時にするのかは少し検討していただいて，手続的なこともかな

り難しい問題がないとは言えません。しかし，ただ，例外要件について，少ないケース

であっても，ないと断言をされてしまうと，私自身も経験から，こういうことがあるの

だな，こういう事案もあるのだなと，そういうことに対する何らかの措置というのは置

いといても，使われなければ，それはそれに越したことはない。使わないのだったら要

らないのではないかというお考えよりも，むしろそういうケースでも，経験をしたり，

ケースがあるということになれば，１人でも２人でもやはり子どもを救うことができる

のであれば，規定を置いてほしいというのが私の考えです。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○浜田幹事 やはりお伺いをしていて，例外の作り方って難しいなとしみじみ思いますのは，

「やむを得ない事由」の解釈のところです。先ほど磯谷委員の御指摘に対して，藤林委
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員から御指摘のあったような，例えば１２歳，１３歳で子どもが保護され，それが再虐

待であれ初めての保護であれどちらでもいいですが，そこからその子どもが１５歳まで

になるまでマッチングや，さらにはその先までうまくいくかとかいうところを見なけれ

ばいけないという事態まで，ここで例外的に拾う「やむを得ない事由」に含むのかとい

うと，私も磯谷委員と同様の感覚を持っておりまして，それは違うだろうと。「やむを

得ない事由」というのは，そこまで拾うものではないのではないかと思っておりました。

なかなか一般化して話をしにくいので，今の設例についてはで，それは「やむを得ない」

にはあたらない思うとしか言いようがないのですけれども，なので，ここのコンセンサ

スってなかなかに難しそうだなということが一つでございます。 

  その次に棚村委員から御発言のあったところで申しますと，そのような，例えば相当困

った実親さんがいて，そのときに対処として特別養子縁組ができねばならないという事

態はたしかにあるのでしょうけれども，そのような事態にこの年齢の例外要件を設ける

という形で対処すべきものなのかというと，そうでもないのではないかと思っておりま

す。実親さんがかなり困った方でいらっしゃるときの対処としては，今日の後半にも出

てまいります二段階手続論だったりするわけですから，そうなってきますと，年齢のと

ころに例外を作るという形がベストの手段かというと，やはりまだすとんと来ていない

なというところでございます。 

  さらに申しますれば，これは前半，どなたからか出たかもしれませんけれども，やはり

１５歳を超えて認めなければならないというか，認める方が望ましいものがあり得ると

いうことを否定しないにしても，それの数が結局よく分からず，どのぐらい出てくるか，

きっと少ないだろうねというふうな，率直に申し上げてしまうと，かなりもやっとした

ところがある。もやっとした中で，１５歳以上の子どもには意思確認の意向はきちんと

取ってこなくてはいけないのだというふうな家事手続全般の基礎となっている原則を曲

げてまで導入しなければならないかというと，やはりここも疑問が残っているというふ

うなことでございます。 

  ごめんなさい，一つ言い忘れたので，発言の最初に戻りますが，藤林委員からのお示し

いただいた設例で，１２歳，１３歳のところで保護なり再保護なりされてきて，その子

の様子を見極める，それは先ほど申しましたように，私は「やむを得ない事由」に含ま

ないと捉えるべきと思いますが，もう一つ，１２歳，１３歳ぐらいで保護されて，その

子についての特別養子縁組を１５歳以上になるまで様子を見るというのは，私に言わせ

れば，そこは正に引っ張って様子見をしすぎている，先回までにも何回か申し上げたと

思いますが，なるべく早くに養子縁組がなされるべきだというふうなニーズとある意味，

対立するような事態がそこでは生じてしまうのではないか。これは年齢を上げれば上げ

るほどケースとしては出てき得る話だと思いますので，結局同じことを言っているわけ

ですけれども，やはりそこも懸念するところでございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○窪田委員 宇田川幹事から御発言があったところ，それから磯谷委員から御発言があった

ところも，どういうふうに書き込むのかということを抜きにして，例外となるような場

合を共有することができるのかどうか，実質的に共有できるかできないかがその後の議

論を左右するということになるのだろうと思いますが，私自身は，今まで出てきたケー
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スの中で言うと，藤林委員の例とは少し違いますけれども，１４歳，１５歳で虐待，性

的虐待も含むものが明らかになったというようなケースは，ひょっとしたら例外が適用

される場合に該当するのかなとは思いました。他方で，実親がなかなか言うことを聞い

てくれないとかというのは，基本的には同意要件の問題ですし，２段階に分けて対応す

べきという形での考えられている問題ですから，これをこの場で「やむを得ない事由」

という形で持ってくるのは，議論を非常に不鮮明にするのではないかという気がします。

その点では，もう先ほどお話があったところと同じなのですが，私自身の中では，例外

を認めるという方向で発言していること自体がもう研究者としての矜持も何もないよう

な発言なのだろうとは思いますけれども，かなり限定されたものということで考えてお

りますし，申立てが遅れたのに少し理由があるよねというようなことで認められるよう

な例外ではないと思っております。 

○水野（有）委員 私自身がどちらが正しいと言う立場ではないのは理解しているのですが，

議論の整理として，成立時を基準とするのか申立時を基準とするのかは別として，１５

歳までに成立しなかった，又は，１５歳に達するまでに申立てがされなかったことにつ

いてやむを得ない事由があることという形で議論されているのに，特別養子の必要性が

高いかどうかも議論の中に入っているような気がいたします。窪田委員が最初に御指摘

されたところとも関連しますが，申立てが遅れたことがやむを得ないかどうかという問

題なのか，特別養子の必要性が極めて高いかどうかという問題なのか，それとも，特別

養子の必要性が極めて高いということが直前に発覚した場合の問題なのか，その辺りを

整理して議論していただくと分かりやすいと感じました。 

○窪田委員 基本的におっしゃるとおりなのだろうと思いますし，やはり１の話と切り離せ

ないのではないかという気がします。１を申立てということにしたら，申立ての話，例

外になりますし，１を成立ということにしたら，にもかかわらず１５歳以上で成立が認

められる場合の例外要件ということになりますので，同じように例外といっても，議論

の仕方が違うということになるのかなとは思います。その点ではやはり１の部分を議論

せざるを得ないのかなという。 

○大村部会長 ありがとうございます。１をどうするかということももちろん決めなければ

いけないのですけれども，今までの皆さんの御発言だと，手続の遅延というか，同意を

取るのに時間がかかったというのは，それは同意の方について今回は手続的に対応する

ので，そちらで受けるべきだというのが大勢を占めているように思いますけれども。 

○平川委員 すみません，私は，「やむを得ない事由」という点については，今一つ十分な

理解ができません。それは，私自身は１５歳ということに対して，余り大きな意義を見

いだしていないことにあります。それは，先ほど部会長の方からおっしゃっていただき

ましたけれども，年齢要件というのは飽くまでも子どもの発達に応じたグラデーション

に応じた形での支援を行うべきであって，１５歳という線引きそのものについては，そ

れほど意義を見いだしていないというのが私の考え方です。逆に，そういうことからす

ると，１５歳だからといって特別な，その線引きとして「やむを得ない事由」を考える

ということについての理屈が本当に成り立つのかどうなのかというのは少し疑問を持っ

ているということであります。意見として言わせていただきます。 

○大村部会長 今おっしゃったのは，例外を設けるという方向になりますか。 
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○平川委員 １５歳をもって例外を設けるか，設けないかということに関しての理屈がどう

も，成り立つのかというのがよく分からないところがありまして，１５歳だからといっ

て，「やむを得ない事由」ということをそこで持ち出してくるという理屈が，どうも実

態として合わないのではないかと思います。 

○大村部会長 それは，原則自体に賛成でないという御趣旨ですか。ここでは今，１５歳と

いうところで線を引こうということを前提にしており，そのこと自体は皆さんの賛同を

頂いていると思ったいたののですが。 

○平川委員 そういう前提で話をしているのですけれども。 

○大村部会長 そうなったときに，１５歳で線を引くということになると，１５歳までなら

ばオーケーで１５歳を１日でも超えていると駄目だということになるのだけれども，そ

れでは困る場合はないか，あるとすればどんな場合かということかと思いますが。 

○平川委員 私の本来の意見はそういうところなのです。ただ，話の前提として１５歳とな

っているという議論があったので，こういうふうに意見を言ったわけですけれども，や

はりいろいろな議論を考えると，１５歳という線引きが，もう１回，少しまだ納得いか

ないなというふうな感想というか，意見を言わせていただきたいと思うのですけれども。 

○大村部会長 ありがとうございます。平川委員自身は原則として，線は引かないという御

意見ですか。 

○平川委員 １５歳という線引きの理由が，どうもいまだに納得できないという。 

○大村部会長 しかし，１４歳という線を引いても，やはり例外は出てくるわけですよね。 

○平川委員 そうですね。 

○大村部会長 そうすると，どこかに線を引くということを前提にして，例外は要らないと

いうお考えではないわけですよね。 

○倉重関係官 平川先生のお考えは恐らく，もう１８までにしてしまって。 

○平川委員 私はもう１８歳という前提で考えておりました。逆にここで１５歳という線を

引くということによって，例外規定を作らざるを得ないということになっているのでは

ないかと思っているのですけれども。 

○大村部会長 それは正にそのとおりで，しかし，年齢を制限する必要があるというのがこ

の場で大勢だと思うのです。それで，そのことを踏まえたときに，例外が要るか要らな

いかということになると，平川委員のお立場でも，本来は，１８歳まで認めるべきもの

があるならばそれは救済されるべきだということになりますよね。 

○平川委員 はい，そうです。その次善の策として，１５歳としてどうしても線を引かなけ

ればならないというふうなことであれば，何らかの形での例外規定というのは「やむを

得ない事由」というのはしっかりと明確にしていく必要があるのだろうと思いますけれ

ども。 

○大村部会長 平川委員の本来の立場からすると，それほど厳格に例外を絞る必要はないと

いう方向になるでしょうか。 

○平川委員 そういう形になると思います。 

○木村幹事 多分，子どもに同意を取るのかどうかという話と，「やむを得ない事由」につ

いてどのように解釈するのかという二つの論点があって，前者については私も，皆さん

の意見を聞いて，確かに同意を取るのは酷だと思う側面もあれば，同意を取ることによ
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って一定の要請がかなえられるのであればという意見も少しあるので，その点について

は立場は決まらないのですけれども，後者の２の（３）のやむを得ない事由があること

については，今までの先生方の御意見を聞いて，私のイメージとしても，一般論には１

３歳とか１４歳ぐらいに新たに虐待という事由が発覚をして，その上で１５歳までに特

別養子をするという申立ての判断が十分できなかったのでという点が「やむを得ない事

由」に当てはまるという，かなり狭く解釈する点については共有することができたので

すけれども，その上で，先ほど水野委員からも御意見があったときに，１５歳の時点で

申立てができなかったとしたときに，結局のところ，申立てができなかったとしても，

最終的に特別養子という手段を採らなければいけなかったという意味でのやむを得ない

事由ということの判断も一緒に行っていると思うのです。ただ，既に１５歳が過ぎてい

たのであれば，普通養子というふうな選択もできるにもかかわらず，なぜこういうふう

な場合に限ってのみ特別養子という選択を認めなければいけないのかということになる

と，その点について，やはり十分な正当化とか，よほどの要請があるというふうな形で

説明をする必要があると思います。一定程度，あるいはかなり少ない数でそういった実

務上のニーズがあるというのは分かりますけれども，他方で，普通養子制度という選択

肢が既に用意されているということと，もう一つ，補足説明の３ページの（３）のとこ

ろですけれども，多分これは「やむを得ない事由」の判断そのものには当てはまらない

と思いますが，２５行目以下のところに，例外要件を設ける場合に更に考慮すべき要素

として，実際，縁組成立後に確保できる養育期間の長さなども考慮して，子どもの利益

のために特に必要であるかどうか，更に慎重な検討が必要とされるというふうになって

いると，結局，「やむを得ない事由」の要件はクリアしたとしても，最終的な子どもの

利益のためにその養子縁組が必要かどうかという判断のところで切られる可能性は十分

にあるとなると，結局のところスタートに戻って，結局ほとんど縁組成立後に確保でき

るような養育期間がかなり短いような１５歳以上のようなケースの場合に，そもそも例

外的な要件を認める必要はないというふうな判断を行うことも十分あり得るのではない

かと思った次第です。 

  ということで，今のところは，例外要件は不要であるというのが私の考え方になります。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  様々な御意見を頂いていて，本日もなかなか難しいなと思っております。それで，全く

不要というところから，広く認めてもいいのではないかというところまで幅があります

けれども，かなり厳格な線を引いて例外要件を認めるというお考えが相対的には多いの

だろうと思っております。今日伺って，皆さんの中で御異論がなかったようなケースを

例外として立てると，それから，それに伴って，申立てとするのがいいのか，確定とす

るのがよいかというのを定めて，それで，今は選択肢がある形になっていますので，な

かなか意見がまとまりにくいところがあろうかと思いますけれども，事務当局で引き取

っていただいて，今日のものを踏まえた形で一つの案を次回，出していただくというこ

とにしたいと思いますけれども，それ以上，今日，取りまとめるのは難しいなと感じる

のですけれども，今のようなところでよろしいですか。何か御注意があれば伺いますけ

れども。 

○平川委員 話が戻って申し訳ありませんけれども，やはり１５歳以上の同意と１５歳未満
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の意思表示の関係について発言いたします。誤解を招かないようにしていただきたいの

は，１５歳以上の同意が重要で，１４歳未満の意思表示，子どもの意思をどうやって酌

み取っていくのかということも同じように重要なのだということです。どちらを強弱を

付ける話にもなりかねないので，それをどうやって整理するのかという課題もあるかと

思うのですけれども，その辺はどうなのですか。 

○大村部会長 何人かの委員，幹事が御指摘をされているところかと思いますけれども，１

５歳以下の子どもの意思については，それは事実として聴いて判断の材料にする，これ

に対して１５歳以上は法的な意味を持つという整理になっているかと思いますが。 

○平川委員 ですから，それが１５歳未満の子どもの意思についてどう取り扱っていくのか

という考え方が，どうも見えてこないのです。 

○倉重関係官 その点につきましては，１５歳以上，同意が必要であるということは，１５

歳以上で成立しているという規律にするのであれば，本文でゴシック体で書くことにな

ろうかと思います。その場合に，１５歳未満についても意思の把握が必要であるという

のは今，家事事件手続法６５条の規定でございますので，そういうものがあるのだとい

うことは補足説明でしっかりと書かせていただくという対応が可能かと思いますので，

少なくとも１５歳未満については子どもの意思が全然必要ではないのだというような誤

った受け止められ方がされないような工夫は検討させていただこうと思いますが，それ

でよろしゅうございますか。 

○大村部会長 多分，事実の問題として意思をどのように聴くのかという，実際の実務をど

のようにやっていくかという問題と，それを法的にどういう形で反映させるのかという

問題と，二つの問題があると思うのです。２番目の問題については，現行法の中で一定

の仕切りがされていて，かつ，この場でも一定の仕切りが前提にされえていると思いま

す。平川委員が御心配になっているのは，そのような法的な線引きがされたことに伴っ

て，１５歳以下の子どもの意思について十分な対応がなされなくなるようなことがあっ

てはならない。そういしたことないようにしていただきたいという御希望だと伺いまし

たが，それでよろしいでしょうか。 

○平川委員 そのとおりです。ありがとうございます。 

○大村部会長 そういう形で整理していただいて，法的な仕組みと，それから，子どもの福

祉の観点から見たときの意思の聴取の仕組みをを，本文と補足説明とで書き分けていた

だくということになろうかと思います。 

  先ほどの，また暫定的なまとめに戻りますが，次が最後になりますので，次回に案を出

し直していただく際の注意事項がほかに何かありましたら，伺いますけれども。 

○木村幹事 先ほどの平川委員と山口幹事の応対のところで，一つお話しになった点ですけ

れども，仮に例外要件が出てくれば，必ず同意が出てくると思うのですけれども，多分，

前々回も同じような議論があったと思いますが，山口さんの前の話と私が混同している

のですけれども，第２段階のみで同意を要求することになっているというのは，もう確

立した考え方として理解していいのでしょうか。というのは，第１段階のところで実親

との間の話をするときには，子どもについては同意ではなく意見聴取のような形で対応

するということで整理すればよろしいでしょうか。 

○山口幹事 その点については，また検討して，次回の資料に反映させたいと思います。 
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○大村部会長 今日も非常に難しいのですけれども，３時には休憩したいと思っていたので

すが，大分過ぎておりますが，御発言ございますか。 

○水野（紀）委員 すみません，一言だけ。先ほど平川委員の御発言を伺っていて思ったの

ですが，平川委員がもっておられるイメージとして，特別養子は当該の子どもに対する

保護だと考えておられるように思いました。そうだとすると，本当にどうして年齢制限

をするのだという発想になるのだと思うのですが，年齢をもっと低くしたいという者が

考えていたのは，子どもの保護を特別養子という形で養親に託すということ，その枠組

み自体に対する大きな不安があるということです。先ほど例が挙がりました，ティーン

エイジでずっと性虐があったことが分かったようなお子さんを素人の養親に任すことが，

その子を保護するという我々の任務として，果たして正しい方向なのかということが根

底にある疑問だということで，議論をしていただければと思います。ありがとうござい

ました。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  年齢の点につきましては，それでは，先ほどのような形で引き取らせていただいて，次

回まとめた案を出させていただくということにしたいと思います。どうしますか，養子

となる者に子どもがいる場合という点についても，御意見をいただきますか。 

○山口幹事 いや，もうよろしいんじゃないでしょうか。 

○大村部会長 それでは，第１の論点の中で，先ほど棚村委員からも御指摘があった点です

が，養子となる者に子がいる場合をどうするかという問題があって，ずっと積み残しに

なっておりますけれども，手続の問題についても御意見を頂かなければなりませんので，

ここで１０分休憩しまして５０分に再開して，残りの時間で手続の方について御意見を

頂きたいと思います。不手際で申し訳ありませんけれども，ここで中断させていただき

ます。 

 

          （休     憩） 

 

○大村部会長 それでは，再開させていただきたいと思います。 

  第１の年齢要件につきまして，時間がかかりましたけれども，大事な点ですので，しっ

かり議論していただく必要があると思います。次回また案を出していただきますが，第

２の特別養子縁組の成立に係る規律の見直しということで，手続に関する点につきまし

て，残りの時間で御意見を頂きたいと思います。この点につきまして，事務当局の方か

ら御説明をお願いいたします。 

○倉重関係官 部会資料９－２の第２は，特別養子縁組の成立に係る規律の見直しを検討す

るものです。これまで事務当局からお示ししていた案では，民法の規律を整理した上で，

第１段階の審判の効果として親権行使の禁止というものを設けるという形で，２段階手

続を実現することとしておりました。しかしながら，親権の行使が禁じられるとすると，

未成年後見人の選任をどうするかという問題が生じますことから，この点についてこれ

までこの部会においても議論がされてまいりました。そのような議論も受けて，改めて

検討しましたところ，２段階手続を導入するに当たり，必ずしも第１段階の審判によっ

て親権行使禁止という効果を生じさせなければならないということはなく，むしろ第１
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段階の審判については，特別養子縁組の成立に向けた中間的なものとして手続的な性質

を有する審判として創設することも可能であると考えるに至りました。 

  このような理由などから，今回の部会資料では，第１段階の審判において，特別養子縁

組の成立要件のうち実親の監護状況等について確認し，第２段階の審判においては養親

子の適合性を認定するという形のものとして２段階手続を導入してはいかがかと考えて

おります。規律の概要につきましては，部会資料９－２の６ページの（２）に記載して

おります。第１段階の審判に親権行使禁止という効果がないこととした点を除きますと，

実質におきましては従前示していた規律と同様のものでございます。 

  続きまして，部会資料９－２の７ページの２において，実親の同意の性質について改め

て検討しております。法的な理屈につきましては７ページの２の（２）に記載しており

ますが，結論としては，まず，第１段階の手続を養親となるべき者が申し立てた場合に

は，いわゆる特定同意も白地同意も有効という考え方を示しております。他方で，第１

段階の手続を児童相談所長が申し立てた場合には，白地同意のみが有効であって，特定

同意は無効であるという整理をしております。 

  なお，９ページの（注）には，第１段階の手続の申立てをＡ夫婦がして，特別養子適格

の審判が出されても，Ｂ夫婦はそれを利用して第２段階の手続を申し立てることはでき

ないという考え方を提示しております。この点につきましては，これまで事務当局が提

案していた考え方とは異なりますので，このような考え方の当否についても御意見を賜

りたく存じます。 

  以上でございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。手続の問題については，第１段階の審判の効果をど

う考えるのかということで，親権行使禁止とはどういうことなのかということについて

御質問も頂いていたところでございます。また，同意の性質につきましては，前回出さ

れた案につきまして様々な御意見がありましたので，改めて整理をして御提案をし直し

てもらったものと理解をしております。以上の２点が中心的な変更点ですけれども，そ

の他の点も含めまして，御意見を頂ければと思います。いかがでしょうか。 

○磯谷委員 まず，２段階手続の方ですけれども，最終的には民法そのものの要件について

は現状を維持して，手続的に２段階に分けて判断をするというふうな形なのかなと理解

いたしました。それで，やはり少し気になるのが，現在の８１７条の７の方の，特に後

段の，「子の利益のために特に必要があると認めるとき」という要件についてですけれ

ども，恐らくふたつの段階のうち第２段階の方で判断する要件というのは，この点とい

う整理をされるのかなと思う一方で，しかし，この要件というのは必ずしも特定の養親

候補者さんと養子との間の適合性のみを言っているわけではなかったのではないか，も

う少し広く，つまり一般的な意味で子どもの利益に特別養子がかなうというところも含

まれていたとすると，要するに，手続的に第２段階では「子の利益のため特に必要があ

ると認めるとき」，ここの部分を判断しますよという整理では，なかなか難しく，そう

すると結局，民法の規定のどの部分を第２段階で判断するのかというのが明確にならな

いように感じています。それでいいのかどうかというのを，逆に研究者の方々の御意見

も伺ってみたいと思っていたところです。 

  加えて，今の関連で，前回既に指摘させていただいた点ですけれども，仮にそうだとす
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ると，「特に必要がある」という，「特に」というところがどうしても引っ掛かってき

まして，全体的に特別養子縁組というものが，特に必要がある場合に認めるというのは

いいとしても，第２段階のマッチングのところでそういった要件が掛かるというのは，

やはり少し違うのではないかと感じますので，８１７条の７の規定については，本来こ

の機会に整理をした方が望ましいのではないかと感じた次第です。 

○倉重関係官 確かにこれまでは，前段の「特別の事情がある場合において」というのを

「特別の事情の要件」と呼んでいて，「子の利益のために特に必要があると認めるとき」

というのを，一般的な特別養子縁組の必要性があることと，それから特定の養親子間に

適合性があることの両方の要件を含んでいる，こういうふうに読むのだという整理を前

提に，８１７条の７を分解的に考えてきたところでございます。 

  しかしながら，今回改めて立案担当者の解説等も参考に整理し直しましたところ，この

「特別の事情がある場合」の方を，実親子関係の切断に着眼した要件であると整理をし

ており，「特に必要があると認めるとき」という方は，養親子適合性に着眼した要件で

あると整理されているということが分かりました。したがいまして，この条文の読み方

はいろいろあること，この部会でもいろいろあったことは当然の前提ではあるのですけ

れども，今回あえて民法の規定をいじらないということを前提にしまして，立案担当者

の解説の理解に寄せて読んでいきたいと考えてみたところでございます。 

  その上で，「特に必要があると認めるとき」という書き方が，養親子適合性を表現して

いるものとしては強すぎるのではないかという御指摘かとも思いますが，その点につき

ましては，養親子適合性，これは離縁が認められない，やはり養親子の適合性が認めら

れなければいけないという要件ということになりますので，それぐらいもう間違いない，

これであれば大丈夫だと，この適合性を表現する言葉としては，「特に必要がある」と

いうような表現を維持しても大丈夫ではないかと考えて，今回の規律を提案させていた

だいている次第でございます。 

○磯谷委員 何とも言い難いところなのですけれども，必要性ということなのか，やはりス

トレートに適合性なのか，その辺りも本当はやはり言葉を改めた方が伝わりやすいのか

なとは引き続き思っております。 

○大村部会長 ほかに御意見等，いかがでしょうか。 

○杉山幹事 今の御発言と違うところではあるのですが，幾つか確認したいところがござい

ます。一つは，資料９－１の２ページ目の（９）で，第２段階の手続の申立てを却下す

る，すなわちマッチングに失敗して却下する場合，その審判が確定したときに，第１段

階の手続の申立てを却下することができるとあるのですが，これまで，基本的に，ある

人でマッチング失敗したときであっても，第１段階の審判の効力はある程度残しておく

という前提で議論していたのではないかと思われますので，この却下することができる

場合というのは今説明したような場合を想定しているのでしょうか。それと関わりまし

て，３ページ目で第２段階の審判手続の説明がございますが，（２）で第２段階の手続

の申立てについて期間制限がありまして，第１段階の審判確定から６か月経過するまで

にしなければならないとありますが，これをしなかった場合には第１段階の審判の効力

はなくなることが前提でしょうか。 

  次に，第１段階の審判というのは，そもそもどんな審判なのか，主文をどのように書く
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かという点です。この子は特別養子の適格があると書くものだと考えていたのですが，

養親を特定した同意がなされた場合の効果を考えると，一定の場合には，要件の一部，

例えば，資料９－１の第２の１の（１）でアとイとあるうちのア及びイの（ア）のみ要

件を満たすような場合，その部分にも効力が発生する，つまり審判の理由中の判断にも

効力があることを前提とするような議論が出てくる可能性もあり，少なくとも第１段階

の審判が具体的にどんな形で出されるのかという点も併せて教えていただければと思い

ます。 

○山口幹事 そうしましたら，まず，部会資料９－１の２ページの（９）のところで，「却

下することができる」となっていて，それはどういう場合かというお尋ねだったかと思

います。これは，今回，部会資料９－２の最後のページの（注）のところに記載してお

りまして，先ほど資料説明の中で口頭でも申し上げたのですが，Ａ夫婦が申立てをして，

それで第１段階の審判が出たというときには，Ｂ夫婦が申し立てることはできないとい

う考え方を提案しておりまして，そうなりますと，また９－１の２ページの（９）に戻

りますと，そういうふうにＡ夫婦が申立てをしていて，それで，Ａ夫婦の第２段階の手

続の申立てを却下すると，すなわちＡ夫婦との養子縁組は無理だなということが，マッ

チングがうまくいかないということが分かって，却下して審判が確定した場合には，第

１段階の手続を維持させておく必要はないということですので，そういう場合には申立

てを却下することができるということにしております。 

  ただ，更に御指摘を受けて考えますと，ここは申立てを「却下することができる」では

なくて，むしろその流れで行くと，「却下しなければならない」の方がより適切かとも

思いますので，そこは改めて検討させていただければと思います。 

  ２点目なのですが，部会資料９－１の３ページ目の２の（２）のところで，第１段階の

審判が確定してから６か月たてばどうなるのかというお尋ねだったかと思います。これ

につきましては，もう審判の効力が失効するということになろうかと思っております。 

  それから，３点目ですけれども，主文をどういうふうにするのかというお尋ねだったか

と思いまして，今日の議論次第というところもあるのですが，今のところ考えておりま

すのは，やはり御指摘がありましたように，この子を特別養子適格があるということを

認めるというふうなシンプルな主文になるのかなと思いまして，そうなると，その理由

中の判断に拘束されるのかというような話が出てこようかと思います。ただ，これにつ

きましては，養親が申立てをした事件の第１段階の審判についてはその養親しか使えな

いということですので，主文がそうなっていても，実際上はその利用が制限されるとい

うことかと思いまして，他方で児童相談所長が申立てをして第１段階の審判が出れば，

言わば同じ主文であったとしても，ほかの養親も制度上使えることになると，審判の主

文の書きぶりによって，第１段階の審判を利用して２段階目の審判を誰が申し立てるこ

とができるのかということが決まるのではなくて，制度として誰が２段階目の手続を申

し立てることができるのかが決まるということになろうかと思っております。かなり複

雑になってしまっていますが，事務当局が考えているところは以上でございます。 

○杉山幹事 分かりました。したがって，特定同意があった場合であっても，第１段階の審

判の主文としては，抽象的にこの子は養子としての適格があるというものなので，ほか

の人がその審判を使えないようにするためには，資料９－１の２ページ目の（９）は，
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そのような場合には第１段階の手続の申立てを却下しなければならないと書きなおさな

ければならないということですね。 

○山口幹事 はい，その方が筋が通るかと思いました。御指摘いただいて，今思ったところ

でございます。 

○高田委員 今の第１点について，やはり確認ということなのですけれども，資料９－２の

最後のページの（注）に関わる御質問ですけれども，今のような整理がされるのは，そ

の前の８ページの１５行目辺りから出てくるように，審判の申立てがそうした種類のも

のだという性質決定をすることに由来するという理解でよろしいわけですね。 

○山口幹事 はい，そのように考えております。 

○高田委員 としますと，結論としまして，養親となるべき者が申し立てる場合と児童相談

所長が申し立てる場合については，そもそも申立ての種類が違うという御整理をされた

という理解になるということでよろしゅうございますか。 

○山口幹事 はい，そのとおりでございます。 

○高田委員 その理由は，７ページ以降に書いてある同意の性質から，そうなるのではない

かという御説明ということになるわけですか。 

○山口幹事 はい，同意の性質と申しますよりも，申立人の意思と申しますか，そこによっ

て区分けされていくのだと，そのように考えております。 

○高田委員 議論を混乱させるようですけれども，確かに養親となるべき者が申し立てる場

合においては，自分を想定した申立てをするわけですけれども，非常に言葉使いが難し

いのかもしれませんけれども，児童相談所長と同じように，ほかの人にも使える申立て

を別個に想定し，その選択を許すという議論も論理的にはあり得そうな気がしますけれ

ども，それはやはり手続としては複雑になりすぎるという御配慮をされたということで

しょうか。 

○山口幹事 はい，そのとおりでございます。 

○藤林委員 確認なのですけれども，要するに，児童相談所長が申し立てた場合には第１段

階は生き残るという説明だったと思うのですけれども，資料９－１の２ページの（９）

のところ，これは，その意味で，却下することができる規定になっていると私は理解し

ていたのですが，例えば児童相談所長が申し立てました第１段階が認容されました，そ

こで，元々予定していた方が申し立てたところ，うまくいかなかった，そこで不調にな

ってしまったといった場合には，全部白紙というか，第１段階まで無効になってしまう

ように，できる規定だったら残ると思うのですけれども，全て却下しなければならない

になると，児童相談所長が申し立てた後，不調になった場合まで，そうなってしまうの

ではないかという懸念を持ったのですけれども，どうなのでしょうか。できる規定の方

がいいのではないかと私は思ったのですが。 

○倉重関係官 こちらの（９）の第２段階の手続の申立てを却下する審判が確定したときと

いうところは，やや言葉が足りておりませんで，第１段階の申立てをしている当該申立

人の申立てによる第２段階の手続の申立てが却下したとき，こういうふうに読んでいた

だくと。したがいまして，児童相談所長が第１段階を申し立てている場合については，

第２段階を誰が申し立てていて，その方の申立てが却下されたとしても第１段階には影

響はありませんよと，こういう規律でございました。少し言葉足らずになっておりまし
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て，大変失礼いたしました。 

○大村部会長 書き方は，藤林委員の御懸念もあろうかと思いますので，その辺が明確にな

るように改めていただくというか，御趣旨にかなった形に改めていただきたいと思いま

すが，藤林委員，実質は，それでよろしいですね。 

○藤林委員 はい。 

○大村部会長 そのほか，いかがでしょうか。 

○高田委員 ついでながら，今の点ですけれども，第１段階を養親となるべき者が申し立て

た場合には，そのほかの養親との関係では第１段階の審判を使えないという整理になる

と思うのですけれども，仮に使うとすれば，児童相談所長が改めて申し立てるという趣

旨になるのでしょうか。 

○山口幹事 はい，それでも構いませんし，別の使いたいと思っているＢ夫婦がまた改めて

第１段階から申し立てていただくということになるかと思います。 

○高田委員 趣旨は，第１段階で，例えば児童相談所長がいわゆる参加をしていた場合等に

おいて，児童相談所長がそのまま使いたいという場合においては，従来は当事者参加と

いうのを想定していたわけですけれども，先ほどの御整理ですと，もしかすると申立て

の趣旨が違うということで，その方法を考える必要があると思いますけれども，それは

第１段階に参加していた児童相談所長は，その手続を使って自ら第１段階の審判を得る

という手法は残されているのでしょうかというのを，取りあえず御質問させていただけ

ればと思いますが。 

○山口幹事 御指摘のとおりで，このような整理をしますと，養親さんが申立てをする場合

と，児童相談所長が申立てをする場合というのは，かなり違う手続ということになろう

かと思いますので，当事者参加というのも難しいということになろうかと思いまして，

そういたしますと，仮に利害関係参加を養親さんが申し立てた事件に児童相談所長が利

害関係参加をしていたとしても，そこまでは許されるとしても，当事者参加をして，手

続を引き継いでやっていくとかということはできなくなってしまうと考えております。

というわけですので，児童相談所長が別途申立てをしていただかないといけないという

ふうになろうかと思います。 

○床谷委員 念のための確認の質問なのですけれども，Ｂ夫婦が申し立てるときには第１段

階のものは使えないということなのですが，第１段階の審問でされた実親の同意そのも

のだけはどうなるのでしょうか。Ｂ夫婦がする場合，もう一度実親の同意を次のＢ夫婦

が申し立てた審問でやらなくてはいけないのかどうか，そこを確認したいのですが。 

○倉重関係官 まず，民法の要件としての同意として有効かどうかという点からお答えいた

しますと，たまたま別事件の調書という形で同意が記録されているだけということにな

りますので，それは実体法上，有効な同意だということになるのだと考えております。

しかしながら，この同意の撤回につきましては，今回の規律では手続的な整理としてお

りますので，手続相対的に撤回制限が効いていくという形の規律とさせていただいてお

ります。したがいまして，Ａ夫婦が申し立てた第１段階の手続で実親がした同意に撤回

制限効が生じていたとしても，Ｂ夫婦が申し立てた第１段階の手続では，同意があると

いうこと自体としては使えるのですが，撤回制限効は当該手続との関係では効いてこな

いと，こういうふうな整理とさせていただいております。 
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○大村部会長 床谷委員，よろしいですか。 

○床谷委員 はい。 

○大村部会長 そのほか，いかがでしょうか。 

○藤林委員 これも確認なのですけれども，資料９－１の３ページの２の（２）なのですけ

れども，第２段階の手続の申立ては確定後６か月が経過するまでにしなければならない

ということ，これは児童相談所長が申し立てる場合でも適用されるのではないかと思う

のですけれども，ということは，実務で考えると，あらかじめ里親さんなりに委託して

いた場合にはいいと思うのですけれども，この後委託するとなると，委託して６か月以

内に養親となる者に申立てをしてもらわないといけないぐらい，非常にスピード感を持

って進めなければならないということなのかなと，それはある意味で漫然と，せっかく

第１段階で認容されているのに引っ張ってしまうということを防ぐという意味では，６

か月というのはいいのかなと思うのですけれども，６か月って結構短いなというふうな

心配が１点。 

  それから，もう１点は，万が一これが不調になってしまった場合に，もう１回第１段階

からやり直すということになるのかなと思うのですけれども，その辺の確認です。 

○山口幹事 やはりこの第１段階の審判というのは，親権行使禁止という効果がないにして

も，第２段階の手続がうまくいけば特別養子縁組が成立するという意味で，一定の効果

を持つものですので，余りその効果を長く持たせておくと，先生がおっしゃるように，

手続が間延びしてしまうというおそれがあるかと思いまして，そういう意味で６か月と

いう制限を設けております。これは御指摘のとおり，児童相談所長が第１段階の申立て

をされたときも適用される規定と考えております。６か月以内にお一人目の養親候補者

とのマッチングがうまくいかなくて，それで，まだ時間があるうちに２組目の養親候補

者を見付けていただければ，この手続をいかしてということができるのですが，それが

６か月以内に見付からなくて，この６か月の期限が切れてしまいますと，やはり改めて

第１段階から申立てをしていただくという必要があるということに考えております。 

○藤林委員 要するに，有効期限は６か月ということで，以前，２年という話があったよう

な記憶があるのですが，ここの会ではなかったですかね。この会では最初から６か月だ

ったでしょうか。 

○岩﨑委員 ２年という話はあったと思いますよ。 

○山口幹事 この部会でも当初，２年という長さは出ておりましたけれども，当時もやはり，

先ほど藤林委員が御指摘のとおり，少し長くて間延びしてしまうのではないかという御

議論もあって，それで，かなり短くなってきたという経過だったと思います。 

○岩﨑委員 児童相談所の所長が申し立てて１段階がオーケーになったケースなどは，そん

な簡単に養親候補者は見付からない。順調に行ったとして，その子どもに対して申し込

みたいという夫婦の面接，それから，その情報に基づいて家庭訪問調査をするかどうか，

家庭訪問調査した上で，その人で進めるかどうか，そこから健康診断をしてもらい，記

録を書くというようなことをすると，やはり３，４か月，その作業だけで掛かるのです。

それから施設実習，それで，引き取ってもらって，里親委託になって，６か月の試験養

育期間，それで６か月が済んで，申し立てて，大体２，３か月の審判期間があって，大

体１年で要するに成立するというのが，５０年やってきた協会でそれぐらい時間をかけ
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ているのです。それぐらい時間をかけてもなかなか，その夫婦がその子どもとしっかり

と関係を構築するのには足らないときもあるぐらいです。 

  ですから，いわゆる同意に対する有効期間が６か月というのでは，我々仕事ができない

です。少なくとも２年でも短いと思っていたときがあるのです。４歳，５歳の子ども，

まして今回，だんだん大きくなる子どもも私たちも果敢に挑戦していくとすると，もう

相当難しいです。施設実習がこの頃どんどん長くなって，私たちは大体３週間ぐらいで

かつてはやっていたのですけれども，今施設はどんどんユニット化され，いわゆる子ど

も担当制になりましたから，子どもと担当者との関係が非常に密になっているので，昔

みたいに誰も自分に特定の大人がいないような施設のときには，特定の人ができるだけ

で子どもの方が寄ってきてくれたのですけれども，今，担当制になると，この担当者が

母親代わりなのです。そこに改めて，今度は本当に母親になってくれる人が現れても，

子どもにとってはこっち側の関係が既にでき上がっていると，新しい関係へ移るのはと

ても恐怖です。担当者と別れて養親候補者側に行くためには，その必然性が子どもの中

で理解されないと行きませんし，また，最初の担当者は一生懸命母親役をしてきました

から，いい子で養親候補者側に引き取られたいと思うのですよね。そうすると，そろそ

ろ，この子は養親候補者に対して試し行動を始めますから，そうすると，悪い子になる

のでそのときには引き取らせてもらえないのです。けれども，引き取ればもう１回，試

し行動から始めないといけないので，早く引き取らせてくださる方が，早くこちらの関

係が築けるのですけれども，今，そういう意味でも施設との関係がとても難しくなりつ

つあって，そういう意味では，施設実習が２か月，３か月，場合によっては５か月，６

か月もかけている施設もあるのです。そこで６か月と言われると，ほとんどの子どもは

対象にならないです。少し考え直していただきたいです。 

○倉重関係官 中間決定のときから，甲案というのは６か月を前提にやっていて，それは実

親さんの権利が制限されることのバランスで６か月にしましょうという議論でずっと来

ていたはずだと思うのです。今回少し，規律の位置付けといいますか，法的な性質は整

理させていただきましたけれども，従前の甲案と大きく異なるものではないというふう

な理解で提案させていただいているのですが，今までのものについてはコンセンサスを

頂いて，甲案という形でお示ししたと思っているのですが，それは何か違うものという

ことになりますか。 

○岩﨑委員 甲案は，いわゆるセットができたケースですよね，要するに。この養親さんで

養子縁組をするについて，第１審査の方もその里親さんが申し立てるという，だから，

今まで従来どおり何の問題もなくすっと行く場合には，それを使ってもいいですよねと

いうような議論もあったと思うのですけれども。 

○倉重関係官 甲案だと，児童相談所長が第１段階の審判を取得したときも，そこから半年

間以内に申し立ててくださいというような規律とさせていただいたところですが。 

○岩﨑委員 でしたか，それは。 

○大村部会長 第１段階と第２段階が離れるのが望ましくないだろうというのがこの案の背

後にある考え方で，それが６か月という形になって皆さんの御支持を得ていたというこ

となのではないかと，そう思いながら御発言を伺っていました。先ほどの申立時とする

か確定時とするかということとも関わるのですけれども，手続が長くかかるということ
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になってしまうと，申立時で規律するのは難しいという御指摘も出てくるかもしれない

という印象を持って伺いました。どちらがいいかというのはなかなか難しいところかと

思いますけれども，その辺も少しお考えいただけるとよいかと思います。 

○藤林委員 確かに６か月という議論がどこかから入ってきたなと思っていたのですけれど

も，改めてこうやって見ますと，６か月で申し立てるのだなという。だから，元々第１

段階で児相長が申し立てる前から監護状態，里親が養育しているケースはいいのですけ

れども，白地同意ということで第１段階が得られてからというケースも想定すると，６

か月はなかなか難しいなというところなのですが，ここで元の議論に，前提を覆すよう

なことを言うと，せっかくここまで積み上げてきたものがおじゃんになるので，余り強

くは言えないと思っているのですけれども，実務の感覚ではそういうところがあるかな

という意見を少し言わせていただいたというところです。 

○岩﨑委員 特に，施設の中にうずもれていた子どもを掘り出そうという目的が特別養子に

あります。養子縁組委託率を増やす，利用促進をする上では，今まで養子縁組の対象は，

養子に出してくださいと親が言わない限り対象にしなかったのを，面会もなく，引き取

られるめどもなく，そして年だけ取っていって，最終的には１８年間施設にいる子ども

が相当数いるではないかというようなところを見直して，できるだけ低年齢児に養子に

行けるチャンスを与えてやりたいという利用促進の一つの目的の中で，同意が常に不安

定な状態でやるのは，子どもにとっても里親にとっても非常につらい。だから，同意を

確定しさえしてくだされば，その後どれだけでも頑張れるけれども，そのために取りあ

えず，少々時間がかかっても，お母さんの同意を取り付ける作業，あるいは，同意が取

れなければ，逆に言えば，裁判所命令みたいな形に近い養子適性，だからこそ養子が必

要な子どもなのだという審判をおろしていただけることで，その子どもたちに家庭を用

意してやることができると，そういうことが私たちの狙いだったと思うのですけれども，

ねえ，厚労省さんの方々，そこが６か月でと言われると，ものすごいスピードで私たち

は頑張らないと，やれないということになるのですけれども。 

○山口幹事 当然のことなのですが，この６か月を過ぎてしまいますと，もう金輪際そのお

子さんについて特別養子縁組ができないということになるわけではなくて，６か月が過

ぎてしまいますとどういうことになるかというと，児童相談所長さんが再度申立てをし

ないといけなくなるということであります。 

○岩﨑委員 もちろんそれは分かっています。 

○山口幹事 現在はもう養親さんしか申立てができませんので，そのマッチングがうまくい

かなかったりしたら，もう手続は全てちゃらになってしまって，もう１回別の方が申立

てをしないといけないと。そういう意味では，確かにそういう角度から見ますと，６か

月しかないのかというふうな感じですけれども，元々どうせやり直さないといけない手

続だったのが，今回，２段階手続にすることによって，ある意味，６か月に限っては１

段階の審判を利用してできるというのがプラスしてできたとお考えいただけると，それ

ほどひどい制度ではないのではないかと思うのですが。 

○岩﨑委員 なるほど。児童相談所の場合には最初の第１段階の審判が有効な，でも，６か

月過ぎたらやり直さなければいけない。 

○山口幹事 そうです。 
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○岩﨑委員 分かりました。 

○大村部会長 今，事務当局の方から御発言をいただきましたけれども，手続を２段階に区

切ることによる様々なメリットがあるだろうということで，今回，このような制度設計

をしていると理解しています。第１段階の審判の結果を，特定の養親との関係ではなく

他の養親候補者との関係でも使えるというのは，そのメリットのうちの一つだったのだ

ろうと思いますけれども，それについて時間的な制限をどうするかは他の要請との関係

でバランスが決まってくるということかと思って伺っております。岩﨑委員や藤林委員

の御意見はよく分かりますけれども，どこかで線を引く必要があって，６か月というの

が手続の進行との関係では望ましいのではないかというのが今回の取りまとめだと理解

しております。 

○藤林委員 ２段階に分けること，児相長が申し立てるメリットは十分分かっておりまして，

ですから実際，実務においては多分，第１段階で認められるだろうという判例が積み重

なっていくと，そういうのもだんだんみんなに知れ渡っていきますから，そうなる場合

には，あらかじめ里親委託なり監護状態に入っておきながら児童相談所長が申し立てて

いくという，英米で最先端でやっているコンカレントフッターケアーを日本でもやって

いくのだなというところで，その方が子どもにとっては，第１段階が終わってから，そ

こから養親候補者を探してという時間の無駄を省くという意味では，決して悪い制度で

はないわけなのですけれども，この辺が，世に出たときに児童相談所とか養子縁組あっ

せん機関の方が，６か月というのに多分反応するような気がしたものですから，そこは

厚労省の方がうまく説明されるのではないかと思っております。 

  それに関連して，第１段階から第２段階までの期間が，申し立ててから第２段階の審判

が確定するまで，またそれから数か月かかると思うのですけれども，その間，補足説明

の資料９－２の５ページのところで，親権行使を禁止する案がなくなってしまったわけ

なのですけれども，これも実務上どうしたらいいかなという。児童相談所長が申し立て

るということは，完全に実親，特に親権者とは対立になるわけで，認められましたとい

うところで，その間，もし子どもが何か病気とかで手術が必要になったとかいった場合

に，のこのこと同意を取りに行くというのはどうなのかなという気がしまして，元々あ

ったように親権行使を禁止なり停止なりする措置が自動的に行われれば，第１段階の申

立てと同時に未成年後見人の申立てをすれば，大体スムーズに問題はクリアするのでは

ないかと思っているのですけれども，どうなのでしょうか。 

○山口幹事 その点につきまして，やはりお子さんが入院なり手術なりするということで医

療上の同意が必要になるという場合に，もし，例えば親権者が親権を濫用して同意しな

いというようなことがありましたら，それはやはり特別養子制度の枠内，特別養子制度

が目的としていることとは少し筋の違うことかと思いますので，本筋であるところの親

権停止ですとか，その制度を利用していただくしかないのかと思いまして，藤林委員と

しては，どうせならこの手続で一挙解決しておいた方が非常に効率的ではないかという

お考えかと思いますけれども，やはりなかなかそこの筋を変えていくのは難しいのかな

と思っております。 

○藤林委員 ということは，確認ですけれども，そういった親権濫用が想定されるような親

権者の場合には，同時に親権停止なり喪失の申立てを行うというふうな整理になるので
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しょうか。 

○山口幹事 はい，それが筋であろうと思っております。 

○大村部会長 親権行使の禁止の点について，今回，何も規定を置いていないのですけれど

も，どういうことになるのか，少し補足説明してもらった方がいいのではないですか。 

○倉重関係官 では，第１段階の審判がされたときの親権の関係について御説明申し上げま

す。 

  部会資料の方でも少し記載させていただいたのですけれども，児童相談所長が申し立て

るようなパターンについては，その子については一時保護等，それから施設等で入所し

ていたりというような状況にあろうかと思います。その場合には，児童福祉法に基づく

児童相談所長又は児童福祉施設長の親権代行などによってその子の福祉が図られること

というのを考えているところでございます。一方で，養親となる者が申し立てるときで

ございますが，今回の規律では，第１段階の審判を申し立てる者は第２段階の審判を申

し立てていなければならないとしておりますので，養親となるべき者が申し立てる場合

については，その方は第２段階の手続も一緒に申し立てている状況ということになりま

す。そうしますと，家事事件手続法１６６条の保全が使えますので，それによって，親

権行使について問題が生じている場合には保全的な親権停止，それから親権の職務代行

者の選任をしてもらうと，こういった形を採りまして，養子となるべき者に対する親権

行使については問題がないように整理できると考えているところでございます。 

  その一方で，仮に親権制限の制度にしてしまいますと，未成年後見人の問題が生じます

ことや，中間試案前に少し議論になっていた戸籍記載の問題もやはり生じてしまうもの

ですから，親権行使禁止を入れることが子にとって必ずしも利益ばかりではないという

ようなことを考慮し，かつ，保全や児童相談所長の親権代行に頼ることで事実上の弊害

も生じないということで，今回このような整理を提案させていただくものでございます。 

○大村部会長 民法上は，先ほど山口幹事の方から御説明があったような対応をするという

のが本筋だということになりますけれども，それ以外に補足的な手段も一定程度は考え

られるのではないかというのが今の御説明だったと思います。それにしても，手続が余

り長く続くのは望ましくないということで，先ほどの６か月という線が出ていると理解

をしております。 

  そのほか，いかがでしょうか。 

○床谷委員 すみません，今の点で少しだけ確認なのですけれども，親権者，実親の親権を

抑えて児童相談所長が一時保護なりして必要な措置を採るということは現行法の規定で

行けるという御趣旨だと思うのですが，例えば，先ほど入院の話が出ましたけれども，

入院のときの費用の負担とか扶養の問題とかそういうものは，実親の保険証を使ったり，

実親に費用負担をしたりという関係は残ると考えてよろしいですか。それは，先ほど藤

林委員は，同意を取りに行くときに少ししんどいみたいなお話をされましたけれども，

お金をもらうとか保険証を貸してとかいう，現場の話がよく分からないので，その辺り

は，後見人であれば親権を行う者と同じような権利義務が生じるので，その辺も自動的

についてくるだろうと思うのですけれども，そこを確認のためにお聞きします。 

○山口幹事 そうですね，ただ，やはりそれは親権がある以上は実親が費用負担をするとい

うことになるのではないかと思っておりますが。 
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○大村部会長 今の点は児童福祉法の改正のときにも問題になった点ではないかと思うので，

少し調べていただいた方がよくないですか。厚労省の方で何かあれば。 

○成松幹事 すみません，もし，少し現場の運用が違えば，また藤林先生から補足を頂けれ

ばと思うのですけれども，基本的に医療費に関しては，保険証というのもありますけれ

ども，親の保険というのはありますけれども，一時保護中の医療とかその辺は，いわゆ

る措置費の中で出せることになっていますので，親の保険が使えるかどうかというのは，

いろいろなパターンがあると思うのですが，基本的には医療費の負担については措置費

としてお出しができるというような形になろうかと。ただ一方で，概念的には親から，

自己負担というか，それとリンクしない形の自己負担がありますけれども，それを取れ

るか取れないかに関わらず，措置費という形でお出しができていると理解しております。 

○大村部会長 私もそのように理解しておりました。 

○久保野幹事 すみません，付随的にもう１回，確認なのですけれども，先ほどの，一時保

護措置がなされているので一定の行為を児童相談所の方でとることができるという点な

のですけれども，前提になっているのは，児福法３３条の２の２項，４項で，一定の措

置は採れるというお話をしているというところを確認させていただきたいと思います。

御説明の方でも３３条の２第４項でできると書いてある，そういうことでよろしいかと

いうことの確認です。 

○山口幹事 はい，資料に書いているとおりなのですが，３３条の２の第２項も必要になる

のではないかということでしょうか。 

○久保野幹事 先ほど，筋論で行くと親権停止に最終的には行くだろうというお答えがあり

まして，途中の説明の中で親権代行という言葉も出たかと思うのですが，親権者がいな

い場合に親権を行うことができるという枠組みが１項であり，親権者がいるときでも２

項，４項で一定の措置を採れるということになっていて，今議論している場面というの

は，親権者は親権者のままでいて，しかし第１段階手続が終わった状態ということで，

それは実体法，親権との関係では，停止とまでは性質付けられないという結論を出した

ので，枠組みとしては，親権者がいるときだけれども，そして停止もされていないけれ

ども，２項，４項で一定の措置は採れると，なので，その一般論にのっかっていって，

手術が必要なときといったようなことの扱いについても，現在，一定の場合にはこの権

限でやれる，一定の場合には停止に行くという，現行の実務でなされている取扱いに従

っていくということでよろしいですかという確認でした。 

○成松幹事 御指摘のように，児童福祉法の３３条の２の２項では，一時保護が行われた児

童の監護，教育，懲戒に関して必要がある場合は児童相談所長が必要な措置を採ること

ができると書いてございます。それに対して，御指摘の４項は，児童の生命とか身体の

安全を確保するために緊急の必要があると認めるときは，その親権を行う者などの意に

反しても，この措置を採ることができるとなってございますので，先ほど先生がおっし

ゃったような運用というか，法律の整理になっておるという形になってございます。 

○藤林委員 現場の実務をもう少し説明しますと，これができるのは緊急に必要があるとい

う場合だけなので，緊急に必要がなければ，やはり親権停止の手続を申し立てなければ

ならないし，予防接種はなかなかできませんので，そういう場合にはやはり，先ほど説

明がありましたように，親権停止なり喪失の申立てが並行して必要なのかなと思います。
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という理解でよろしいですよね。施設長とか児童相談所長の親権代行で全てがカバーで

きるわけではないので，飽くまで緊急なときにできるという規定かと理解しています。 

○倉重関係官 予防接種に関しては，確かに４項の要件には当たらないというのは，御指摘

のとおりかと思います。 

○大村部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○宇田川幹事 これまでは民法の改正により１段階目の審判に親権行使の禁止という効果を

設けることが議論され，その場合には戸籍上に記載するというお話があったかと思うの

ですけれども，今回，手続的な規律により２段階手続を導入する場合には，そういう親

権行使の禁止というような話がありませんので，戸籍上にも何も記載されないというこ

とになって，第１段階目の審判がされたということが，公示－こういう言葉が正しいか

分かりませんけれども－されないことになり，理屈的には，例えば１段階目の審判が違

う場所で二重に行われるというようなこともあり得ると思っております。そういう場合

に，二重にされないようにするための手当てが必要ではないかとも考えているのですけ

れども，何か第１段階目の審判が二重にされないような手当て，若しくは，実際上はこ

ういうことになるから問題ないのではないかというようなお考えがあれば，事務当局の

お考えを教えていただきたいと思っております。 

○倉重関係官 それは，申立人が同じ手続が二重にされる可能性があるという。 

○宇田川幹事 申立人が違うということもあり得るのかとは思うのですけれども。 

○倉重関係官 まず，申立人が違う場合には，今回，それぞれの申立人ごとに別の申立てで

あると捉える整理とさせていただいておりますので，それは理論的には排除されないと

いうのがお答えになるのかなと思っております。一方で，同一申立人のものが二重に係

属することがあり得ないかといいますと，それはもう管轄が養親となるべき者の住所地

ということにしておりますので，基本的には同じ家庭裁判所になるため，それは生じな

いというふうな整理ということになるかと思っております。 

○宇田川幹事 あとは，例えば児相長の申立てが先行して行われていて，次に養親となる者

の申立てが別途されたようなときは，どういうふうに考えているのですか。これはもう

児相長が関与している以上，児童をめぐるところの情報の引き継ぎというのは，あっせ

ん機関も含めて，十分に共有されるような状態になると考えられるのでしょうか。 

○倉重関係官 児童相談所長が先に申し立てていて，それについてＡ夫婦が申し立てた場合，

理論的にはここに抵触関係がないというふうな整理になろうかと思いますので，それは

もう特段，両方とも審判が認容され得るということで整理をしていたのですけれども。

そういうことではなくてですか。 

○山口幹事 児童相談所長からあっせん機関への情報提供ということでしょうか。 

○宇田川幹事 例えば，１段階目の審判が認容されていて，その次に，養親となる者の申立

てがされたときには，そこは本来，判断としては拘束されるべき規律になっていると理

解しているのですけれども。 

○倉重関係官 児童相談所長が第１段階目で，養親となる者が第２段階ということでござい

ますか。 

宇田川幹事 そうですね，その場合，養親となる者は，第２段階目の審判から申し立てれば

足りるのですけれども，第１段階から申し立ててしまうということも生じ得るのではな
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いかと思います。そういう場合に裁判所としては，児童の住居所が変わっている場合に

は，既に第１段階目の審判が出ているということを把握できないまま，第１段階目の審

判から手続を始めて，場合によっては違う判断をしてしまうということも観念し得ると

思っているのですけれども，そういったことは本来，手続の構造としては在るべき姿で

はないと思っているので，そこは何らかの手当てが必要ではないかというように思って

おります。児相長が関与しているのであれば，そこの児童についてはフォローもされる

のではないかと認識をしているのですけれども，そこら辺の情報共有ということが必要

になってくるのではないかとも思っていますので，そこはそういう理解でいいのか，何

かお考えがあればというように思ったところです。 

○山口幹事 おっしゃるとおりだろうと思います。すなわち，児童相談所長が第１段階の手

続を申し立てて，養親さんが別途，第１段階の手続を申し立てようというときに，児相

長さんがもうその子を，例えば実親の下に帰しているですとかということで，児相長さ

んの手を離れているという場合もあるかと思いますが，通常そうでないとすれば，児相

長が第１段階の手続を申し立てて審判を得ているということとは全く無関係に，全く情

報提供もないまま，養親さんが申立てをするということは，やはり御指摘のとおり，考

えにくいことかなと思いますので，そうすると，養親さんが別途，第１段階から改めて

申し立てるという事態は，普通は考えられないのかなと思います。 

○宇田川幹事 ありがとうございます。 

○大村部会長 よろしいでしょうか。 

  そのほか，いかがでしょうか。 

○杉山幹事 すみません，先ほどの質問と関わるのですが，そもそも第１段階の審判が申立

人によって性質の違うものとして構成するのであれば，矛盾した審判が仮に出たとして

も何も問題がないのだと思いますが，どれでよろしいでしょうか。むしろ，第２段階の

審判もなるべく早い時期に成立させるために，養親となりたい者が複数いるような場合

には，並行して申し立てられる可能性も出てくるように思うのですが，いかがでしょう

か。 

○山口幹事 はい，理論的にはそうなのだろうと思いまして，もうＡ夫婦が申し立てる第１

段階の事件とか，Ｂ夫婦が申し立てる第１段階の事件，あるいは児童相談所長が申し立

てる第１段階の事件，これらは全て別個独立の事件ということになろうかと思いますの

で，判断の結論が違っても，そのこと自体を問題視すべきではないということになろう

かと思います。それは理屈的にはそのとおりだろうと思うのですが，ただ，最高裁から

お尋ねがあったのは，実際上どうなのかということかと思っておりまして，その場合に

は，先ほど申しましたように，特に児相長の申立てが先行している場合に，それと無関

係にＡ夫婦が第１段階の申立てをするとかということは考えにくかろうと思っておりま

すので，理論的には杉山幹事がおっしゃっているとおりかというのが私どもの前提とし

ている考えであります。 

○大村部会長 今の点に関わる御質問等，さらにございますでしょうか。 

  では，ほかの点も含めまして，さらに御意見をと思いますけれども，いかがでしょうか。 

○浜田幹事 ありがとうございます。極めて細かいところで恐縮なのですけれども，部会資

料９－１の２ページ目，下の方の（８）のところです。基本的には陳述を聴かねばなら
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ないのだが，それの例外としてということで，実親の所在が知れないときは，実親とそ

の人に対して親権を行使する者の陳述を聴くことを要しないという記載がありまして，

似たような規定は前の部会資料７にもあったかと思いますけれども，そこでは「実親が」

知れないときはとされていたのではないか。これが「実親の所在が」ということになる

と，意味合いが変わるかなと思いまして，ここはそういう理解でよろしいでしょうかと

いうことが一つ。 

  もう一つ，実親自体の所在が知れなかったとしても，実親に対して親権を行使する者の

所在は分かっているということはあり得るのかなと思いまして，実親の所在が知れない

ときには，もう実親にもその親にも聴かなくていいのだというふうにまとめてしまって

いいのかどうかというところが若干，疑問がありましたので，確認をさせていただきた

いということでございます。 

○倉重関係官 御指摘のとおりかと思いまして，所在というのを今回，要綱案を改めて作り

直すときに誤って入れてしまったものかと思いますので，大変失礼いたしました。 

○大村部会長 ほかに，いかがでしょうか。 

○平川委員 もう議論されて，分かっているかもしれないですけれども，質問なのですが，

資料９－１の２ページ目の下の方の（１１）の，第１段階の審判についてですけれども，

（７）ウ及びエに掲げる者に告知しなければならないとなっていて，（１２）で，養子

となるべき者の年齢及び発達うんぬんと書いてあるのですけれども，それが第２段階に

なると，４ページの（９）ですけれども，第２段階の審判は，その者の利益を害すると

認める場合は，告知することを要しない，要するに告知しなくてもいいのだというよう

に読めます。ただし，１５歳以上の場合は告知しなければならないとなって，少し書き

ぶりが違うのですが，この違いって何なのか教えていただきたいと思います。 

○倉重関係官 まず一番の理由は，１５歳以上を仮に認めるのであれば，１５歳以上の者に

ついては特別養子縁組の成立のために絶対に同意が要るという規律を入れますものです

から，同意がある人については最後まで争う権利を与えるべきであろうということで，

その即時抗告権を与える必要があるだろうと，その前提として，裁判の告知を必要的な

ものとしているのがここの規定でございます。一方で，第１段階の手続については，第

１段階の手続自体によって子どもにとって何か身分変動が起こるわけではありませんの

で，ここについては，１５歳を超えていたからといっても必ずしも必要的なものとはし

ていないというところでございます。 

  なぜそういうふうにしたかといいますと，例えば１５歳ぐらいで施設に入っている子が

いて，それがすごく長期間にわたって施設に入っていた子なんかがいたとしますと，そ

もそも施設に入所したときに自分がどういう虐待を受けていたのかということを知らな

い子もいるのではないかと考えたところでございます。第１段階の手続は，実親の監護

の相当でないことを認定する手続になりますので，そうしますと，場合によっては本人

も知らないような虐待が認定された審判書が本人に行ってしまう可能性があると，こう

いった事態というのは避けた方がいいのではないかと考えました。したがいまして，家

庭裁判所の裁量によっては第１段階目の裁判書というのは本人には渡さなくてもいいと

いう規律を提案させていただいている次第でございます。 

  すみません，やや混乱を生じさせてしまったかもしれないのですが，まず１５歳未満の
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場合については，本人の成長度を見て，場合によっては送らなくてもいいですよという

ジェネラルなルールがあって，１５歳以上の場合については，特別養子縁組成立審判の

方は，もうそこで身分関係変動しますし，１５歳以上の子にもし認めるのであれば，絶

対に同意がなければ特別養子縁組成立させられないということにしていますから，特別

養子縁組成立の審判については絶対に告知をしてくださいと，一方で第１段階目の方に

つきましては，そこで子どもにとって何か身分関係が生じるわけではないですし，場合

によっては子ども自身を傷付けるような記載が裁判書にされる可能性もあるので，審判

の告知は必要的にしませんでしたと，こういうことでございます。 

○大村部会長 ひとまずよろしいですか。 

○平川委員 すみません，あともう１点質問ですけれども，資料９－１の３ページの２の

（６）の，家庭裁判所は，第２段階の審判をする場合には，あらかじめ，養子となるべ

き者の，１５歳の人ですけれども，陳述を聴かなければならないとなっているのですが，

これは聴くだけでいいのでしょうか。この辺は，同意を得なければならないという話に

なっていますけれども，この段階では聴くということになるのですか。 

○倉重関係官 ここは実体的な規律は，同意があればいいということになりますので，場合

によっては，どこかで紙で同意していたとしても，一応それは同意をしているというこ

とにはなるのかもしれないと思うのですけれども，ここで言っているのは，家庭裁判所

がきちんとその人の同意を確認してくださいと，これが手続法上の規律ですと，こうい

うことを申し上げている。 

○山口幹事 ですので，必ず聴かないといけませんよと。必ず聴いたときに，そこで同意し

ているのかどうかということを確認しないといけなくて，そこで陳述を聴いたときに，

同意しませんと言われてしまいますと，１５歳以上の子の場合は，１５歳以上の子の同

意が必要だというふうな規律にするとしますと，その同意が欠けているということで，

縁組を成立させることができなくなるということであります。 

○平川委員 ですから，年齢要件の見直しのときに，どの時点で同意が取られるかどうかと

いうことに関わるということでよろしいのですよね。 

○山口幹事 はい。 

○大村部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○床谷委員 これも確認なのですけれども，資料９－１の２ページの（７）のところの，先

ほど御質問があった（８）の上のエのところにあります「実親に対して親権を行使する

者」という言葉の意味なのですが，これと，３ページの（１３）のところにあります

「実親及びその後見人等実親に対して親権を行使する者」，親権を行う者ということだ

と思いますけれども，ここでは後見人，成年，未成年，両方だと思いますけれども，こ

れが入っているけれども，（７）のところのエでは「親権を行使する者」だけが挙がっ

ているというのは，なぜこちらはこれだけで，（１３）の方は後見人というものが出て

きているかということの御説明を頂けますでしょうか。 

○倉重関係官 こちらは最終的には両方とも，後見人も含まれるのが正しいのだと思います。

その上で，（１３）の書き方なのですけれども，後見人というのは親権を行使する者で

はありませんので，多分この「後見人等実親に対して行使する者」という書き方が不適

切だったと，少し本来の規律よりもシンプルなものにしたかったものですから，本来



 - 46 - 

（７）のエについても，最終的には成年後見人又は未成年後見人みたいなものが入って

くるのではないかと思うのですけれども，すみません，（１３）と（７）エの平仄が合

っていないのは，こちらのミスでございます。実際に我々が考えている規律としては，

「後見人及び親権を行使する者」という表現が正しいと思っております。 

○大村部会長 今の点は整理をしていただくということで，お願いをしたいと思います。 

  ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

  手続について，一つは，御議論がありましたけれども，資料９－２の（注）に書かれて

いるような規律を付け加えるという形で，今回，提案がなされています。これに伴って

どうなるのかということについて御意見，御質問等がありましたけれども，これ自体に

ついては特に御異論はないと理解してよろしいでしょうか。 

  もう一つは，親権行使の禁止ということとも絡みますが，今回の２段階の審判の効果に

ついては手続的なものとして整理するということが提案されております。この点につい

て，本来は民法の要件を修正した方がいいのではないかという磯谷委員からの御指摘が

ありましたけれども，これでも御了解をいただけるという趣旨だと受け止めましたが，

その点についてもよろしいでしょうか。 

  それでは，皆さんに御協力いただきまして，第２の特別養子の成立に係る規律について

は，実質的にはほぼ意見がまとまったのではないかと思います。細かな修正ですとか調

整等につきましては，また見直しまして，次回に御提案を頂ければと思います。 

  それで，先ほど少し議事を急ぎましたけれども，前回からも積み残しております資料９

－２の３ページの３ですが，その他の論点ということで，養子となる者に子がいる場合

についてという問題が指摘されております。養子となる者の年齢が上がることによって，

その者に子がいるという場合が出てくるということになります。これに伴う問題につい

ての対応が必要ではないかというのがここでの問題提起の趣旨かと思いますけれども，

事務当局の方で，この点については何か補足の説明はありますか。 

○山口幹事 特には。 

○大村部会長 今のようなことが問題になりますが，ここにあり得る考え方が幾つか出てお

ります。４ページの（２）で，子どもがある者は特別養子縁組を許さないというのがア

となっておりますけれども，それとは別に，養子となる者とその子どもとの間の親子関

係は終了しないという考え方などが出ております。ここにつきましても御感触を伺えれ

ばと思いますが，いかがでしょうか。 

○床谷委員 これにつきましては，前回私が出しましたペーパーの中に私の意見を書かせて

いただいています。こういった事態は今まで日本法ではなかったので，未成年の子ども

が，例えば１４歳で子どもを持っている子が仮に特別養子縁組を認められたとした場合

に，その０歳の子どもとの関係が特別養子縁組によって終了するのか，しないのか。私

のペーパーでは，これは終了するのではないかと，親とだけではなくて子どもとも切れ

るのではないかという意見を書いたのですけれども，子どもとは切れなくて，親と，あ

るいは親を介してつながっている親の上，祖父母とか傍系の血族だけが切れるというの

が事務当局の理解だと思うのです。父母の親族という捉え方のときに，父母から自分を

通して下に行くのも父母の親族なので，私としては，自分を通して来ている，その父母

から見ると孫も，真ん中の子が特別養子に行くと，祖父母と孫との関係が終了するので
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はないかというのが前回の私のペーパーの意味です。 

  ただ，これははっきりした考え方がないので，自分と子どもの考え方，１４歳の子と０

歳の子どもとの関係は直接の血縁関係ですから，１４歳の子の特別養子縁組による法律

効果としての実方との親族関係の終了とは関係なしに存続するということも十分考えら

れるし，事務当局はその説に立っておられると思いますし，前回紹介したドイツ法も，

自分と直系卑属は残って，その親との関係だけが切れていくというふうな形になってい

ますので，これはもう解釈の問題ですけれども，実際上は，１４歳の子だけが養親のと

ころに行くというのは，０歳の子を連れた１４歳の母親を子どもと一緒に養育保護した

いという養親の気持ちからすると，そこが切れてしまうという解釈はその趣旨に反する

だろうということで，私もこういうふうに考え直してもいいかなとは少しは思いました。 

  ただ，これは解釈に任せるのか，実際どうなるのかというのは十分検討した上で，もう

１４歳の子ですと本当に０歳の子がいる可能性はありますから，そういう場合に養子縁

組の対象から外すということになるのか，１４歳の子を養子にした上で，その０歳の子

も孫としてついてくると考えるのか，普通養子のように，養父母と０歳の子の間には養

祖父母関係は発生しないと，母親と０歳の子の関係だけは残るけれども，つなぎたけれ

ば普通養子縁組をしなさいと，０歳の子というのは１４歳の子の嫡出でない子なので，

普通養子縁組ができるから，１４歳の子を特別養子にした上で，その１４歳の子が自分

の０歳の子を普通養子にすれば，養親との関係は，代襲相続なんかの関係ではつながっ

てくるという，前回説明ではそういうふうな形で書かせていただきました。こういう議

論は今まで私もしたことがないので，この会の審議で初めて問題提起していただいたの

で，非常に勉強させていただきました。ありがとうございました。 

○大村部会長 ありがとうございます。今の御発言は，養子となる者に子どもがいるとき，

だから縁組を認めないというのがアの考え方ですけれども，その場合にも特別養子縁組

を認めるとすると，養子となる者の子どもが言わばくっついた形で行くのか，実方に残

るのかという点については考え方が分かれ得るということですね。それで，床谷委員か

らは前回，書面で御意見を頂きましたけれども，議論としては両方あり得るので，検討

する必要があるだろうが，検討した上で条文化するのか，解釈論に委ねるのかというこ

とを考えておくべきではないかということかと思います。 

○棚村委員 前から，年齢を上げれば当然こういうことが起こってくると思って，余り複雑

にならない方がいいとは考えていたのですけれども，セットで子どもを考えていくとい

うことになると，やはり保護が必要な子どもに特別養子の機会を減らすということにな

りますし，それから，認めた場合に，やはり効果としては相対的に考えていった方がい

いと思うのです。つまり，その子どもにとっての利益というかそういうものと，それか

ら，更にその後に現にいる子どもについても保護が必要であれば，それにふさわしい受

け皿なり支援の在り方を考えていけばよくて，余り両者をセットにして，だから駄目だ

とか，セットにして何かを考えていくという絶対的な効果を持たせるべきでない，何か

子どもがいるということで絶対的な効果を及ぼしていくよりも，相対的に，一人一人独

立しているわけですから，それについての保護なり法律関係を別途考えていく。そうで

ないと，子どもがいるから，それをセットにして親族関係とかつながりを切るか，切ら

ないかということまで考えていくと，非常に議論が錯綜したり複雑になって，年齢をこ
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んなに上げるべきではないという話にもつながりかねないので，解釈としては，理屈と

しては成り立ち得ると思うのですけれども，セットとして考えないことを支持します。

結局のところ，余り法律関係を複雑にせずに，子ども一人一人を基準にしながら法律関

係を，条文も多分想定していないことだと思うので，そういう例外的に問題については，

それぞれについて考えていくというのが一番いいのかなという感じを持っています。 

○大村部会長 ありがとうございます。これまで我々が全く想定していなかった問題なので，

なかなか難しいところがあろうかと思いますけれども，先ほど床谷委員から御紹介いた

だいた，ドイツ法は現在はどちらの考え方でしたでしょうか。 

○床谷委員 前回のペーパーでは書かせていただきましたけれども，ドイツ法では，養子縁

組の成立により，養子は養親の子どもたる法的地位を得るけれども，養子となる者及び

その直系卑属と従前の血族との血族関係並びに，それから生ずる権利義務が消滅すると

いうことで，真ん中の養子とその直系卑属との関係は残り，その子と実方との関係は消

滅すると，孫との関係も，例えばということで書かせていただいたのは，子どもＺのあ

る未成年の母Ｙが養子となった場合，Ｚと母方の祖父母，おじ，おばらとの法律関係は

消滅する。Ｚとその父及び父Ｘの血族とかＹ，母親自身との法律関係とか，既にいる兄

弟姉妹との血族関係は消滅しないという形です。一例だけなので，全部を説明できてお

りませんけれども。 

○大村部会長 直ちにはどうするのがいいと決め難いところなのですが，棚村委員と床谷委

員の最初のお考えというのは，個別に考えるべきだというお考えだと理解いたしました。

しかし，そうでない考え方もあり得るかもしれないということで，そうでないという考

えもここには挙がっているわけですけれども，ほかの方々からも何か御感触があれば伺

いたいと思います。 

○木村幹事 すみません，単純な質問で申し訳ないのですけれども，この問題の所在自体を

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄで書かれている形で説明すると，Ｂの子どもであるＣについての法的地

位の話のときに，ＢとＣとの関係が終了するのかどうかというふうな説明をされている

部分と，新しく養親になったＤとの関係でＣがどのような関係になるのかという見方と

二つあるように思うのですけれども，ここでの書きぶりは，Ｂ，Ｃ間の関係が終了する

という説明が書かれていますよね。イの書きぶりとか，違いますか，Ｂ，Ｃ間の関係は

終了するかしないかという論点の書きぶりですけれども，棚村先生とか床谷先生の見方

は，Ｄとの関係でＢ，Ｃがどういう地位に立つのかという話をされておられるような気

がして，どのように理解すればいいのでしょうか。すみません。 

○床谷委員 一応，両方説明したつもりなのですけれども，現行法の普通養子の効果を類推

すると，養子に行った人は養親との関係はできるけれども，自分の既にいる直系卑属と

養親とは親族関係が発生しないので，ゼロ歳の子と養父母とは親族関係が発生しないと。

これを及ぼすとそうなるので，１４歳の子だけが特別養子に行って，ゼロ歳の子が残っ

てしまうと，それだと１４歳の子とゼロ歳の子を一緒に保護したいという養親の，養子

縁組の目的が仮にそこにあるとすれば，目的を達成できないのではないかということで，

ここはもう立法論といいますか，普通養子法を及ぼすと，１４歳の子とゼロ歳の子を一

緒に養親と親族関係をつなぐような養子縁組にはなっていないので，そこはもう立法の

問題になるから，先ほど，普通養子を使えば２段階で養父母と親族関係は発生すると説
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明したのは，飽くまで現行法の養子だけが養親と親族関係が発生するという解釈を前提

にして，２段階方式はあり得ますという説明を。 

○大村部会長 今の床谷委員の御回答と木村幹事の質問をすり合わせると，床谷委員がおっ

しゃったのは，ＢがＤの特別養子になったとしてもＣとＤの間に関係は生じないのかと

いう問題。生じないというのが普通養子の現在の考え方ですね，それに対して，ＢとＤ

の間で特別養子縁組が行われたからといってＢ，Ｃの関係が切れるのかという問題，木

村さんはこちらをおっしゃっているということですね。 

○木村幹事 そうです。 

○床谷委員 ですから，その点についても，私は切れるのだろうと前回のペーパーでは考え

たのですけれども，実父母及びその親族，血族との関係が終了するということであれば，

実父母の親族としては自分と自分の下にいる子も実父母の親族なので，終了することに

なるのではないかということで，前回そのように考えたのですが，これは全く新しい現

象ですし，ドイツ法はそこは切れないという前提で立法がされているので，そういう在

り方もあるのだろうということで，今，両方あり得るという説明をさせていただきまし

た。 

○大村部会長 お二人のおっしゃっていることを併せて考えると，ＢとＤの間に特別養子縁

組がなされたとして，Ｂの子どもＣとＤの間に親族関係は発生しないけれども，Ｂ，Ｃ

の親子関係は切れないと，そういう選択肢もありますよねということを木村さんは多分

おっしゃっている。 

○木村幹事 はい，そうです。 

○大村部会長 ですから，組合せは確かに幾つかあるので，それらを挙げて，どう解するこ

とになるのかということをお考えいただくということかと思いますが，しかし，現在の

普通養子の規律がこのままでいいのかどうかという問題もあって，なかなか難しいとこ

ろがあるようにも思います。御意見は一応頂いたと思いますので，可能な範囲で考え方

を整理していただいて，うまくまとめられるようならばまとめる。しかし，解釈論に委

ねるということも，あるのかもしれませんね。ここでずっと議論しているように，Ｂの

年齢が高いというのはそう多くない事態だろうと考えているわけですが，それで子ども

がいるという事態は更に少ないということになろうかと思います。規律を置ければ，そ

れに越したことはないですけれども，なかなか難しいということもあるかもしれない。 

○窪田委員 どちらかという意見ではないのですが，規定するのは非常に難しいし，場合に

よっては規定しない方がいいのではないかという感じを私自身は持っております。 

○大村部会長 ありがとうございました。少し規定は難しいかもしれないし，しない方がい

いのではないかというのは。 

○窪田委員 余りいろいろな形のことを掘り下げて議論するのはしたくないという例も出て

くるのではないかという感じもしたものですから，それほど単純に実方の父母と孫の関

係に限られない場合も出てくるのかなという気もしますので，規定するのは非常に困難

ではないかという気がします。 

○大村部会長 ありがとうございます。私も先ほど最後に申し上げたことですけれども，問

題状況を一定程度まで検討しつつ，あとは規定をしないという対応も含めて更に整理を

していただくということかと思います。 
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  この点について，何かほかに御意見ございますか。よろしいでしょうか。 

  それでは，すみません，先をせかした割には，最後は少し予定より早いのですけれども，

第１につきましては様々な御意見を頂きましたので，再度案を練り直して出していただ

く。第２についてはおおむね意見がまとまったと理解いたしましたので，細部を整理し

たものを，次回，出していただくということになろうかと思います。 

○久保野幹事 申し訳ありません，第１について，１点言い落したことを申し上げたいので

すけれども，そこの論点のときに，８１７条の１０の離縁について触れたことにつきま

して，その条文が気になりましたのは，１５歳以上の子について特別養子を認めること

について，先ほど最後の方に，３ページのところで，養育期間の長さ等を考慮して，そ

の特別の必要性について，より厳格な必要性が求められるのではないか，という確認が

ありましたけれども，もう一つ，個人的にはそれと関連することと理解していますが，

しかし性質としては別ではありますけれども，例えば１６歳で特別養子縁組が成立した

場合に，成年年齢に達した後の離縁とがあり得るのかどうかということを確認した上で，

少し議論をしたいということです。というのは，先ほどの議論の中でも,特別養子縁組の

成立後に途中で後悔するということがあり得るのではないか，ということについて少し

話が出ましたけれども，離縁の可能性について，より具体的に考えてみて，次回，例外

について検討させていただきたいと思います。 

○大村部会長 それは１５歳以上の場合だけということですか。 

○久保野幹事 主観的な問題意識としては，１５歳以上の場合が特に気になっているという

ことでありまして，論点としては一般的なものではあるとは思います。 

○大村部会長 離縁の申立てをするのは子どもの側だけですか。 

○久保野幹事 といいますか，発言の前提としましては，今回，離縁については改正をする

ということは選択肢に入っていないだろうと理解していましたので，そういう意味では，

それ以上立ち入って何とかというわけではありませんが，気になっていることは，１５

歳以上の子について，同意をどう考えるかということとも関連して，１６歳の子が同意

をして，あるいは１４歳で虐待が見付かって，例外のルートに乗って，１６歳で，例え

ば同意をして，特別養子が認められたとなったときに，そうですね，主に私が今発言で

想定しているのは，子どもの側が，成年年齢に達した後に，離縁したいというようなこ

とがどのぐらい認められそうか，認められなさそうかということです。 

○床谷委員 すみません，その点は現行法の解釈というか説明として，「監護」の言葉が出

ているので，年齢は明確ではないけれども，監護を要しなくなる成年者については離縁

はないというのが一般的な解釈だと理解しているのですが，それが変わるという理解で

すか。 

○久保野幹事 いえ，むしろ変わらないのではないかと思っていまして，そうだとすると，

この先は意見になってしまいますけれども，先ほど発言したときに，普通養子と特別養

子，それぞれの区別という問題が根本にあると思って議論していますと申し上げたので

すが，その際には，第３類型というものが作られ得る可能性との関わりを議論していっ

たのですけれども，現時点で,第３類型は創設しないというときに,普通養子と特別養子

のどちらの類型に振り分けるのが適当かということを考えたときに，成年年齢に達した

ら離縁の可能性がないということも踏まえると，養育期間の長さが非常に短い１５歳以
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上の子については,特別養子の必要性ということについて，より疑問があると思っていて，

類型的に例外を認めない方がいいということにならないかと考えますということです。 

○大村部会長 おっしゃったのは，現行法の離縁の要件との関係で，例外を認めるべきでは

ないという御主張にあるわけですね。 

○久保野幹事 意見としてはそうです。そこも踏まえて，例外を認めるべきかということの

議論をする必要があるのではないかという意見ということになると思います。 

○大村部会長 新たに何か離縁についての規定を設けるという御趣旨ではないということで

すね。 

○久保野幹事 そうです，はい。 

○大村部会長 分かりました。今の件はよろしいですか。 

○水野（紀）委員 すみません，一言だけ確認です。以前にも申し上げたことで，今まで出

てきていませんので，取り上げないという御判断をなさったのだと思いつつ，一言だけ

確認をさせてください。 

  ８１７条の７の書きぶりです。「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適

当であること」という表現，これが書かれているために特別養子がスティグマ性を持っ

てしまっているというのが気になっておりまして，この文言は変わらないという前提で

立案をされたということでしょうか。 

○山口幹事 はい。 

○水野（紀）委員 分かりました。 

○大村部会長 そのほか，いかがでしょうか。 

○杉山幹事 第１の議論のときに発言をしそびれたのですが，これまで１５歳の要件を満た

す時期が，申立時か審判の確定時かで二者択一で検討しているのですが，ある要件の充

足を審判の確定時と明記してあるものが家事事件手続法とか民法上はないようです。確

かに審判確定時に効果が発生することになっているので，審判確定時という考え方は出

てくるのですが，机上の議論になりますが，審判のときには１５歳未満であっても確定

時には１５歳になっていることもあり得，そのときの審判の扱いといった問題が出てく

るような気がいたします。確定とまで明記すべきかという点も少し御検討いただけると

いいかなと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。第１の１について申立てとするか，確定とするかと

いうのは，今おっしゃったような手続的な諸問題との関係で困難が生じないかというこ

とも踏まえて考える必要があるかと思いますけれども，今の御指摘も踏まえて見直して

いただきたいと思います。 

  その他，何かこの機会に。 

○棚村委員 すみません，第１の審判が確定してから６か月という期間が短すぎるというお

話だったのですが，これ自体も，先ほど実務ので，一からやり直さないといけないと６

か月を超えるぐらいかかるというお話だったのですよね。その辺り，私も実務がどうか

というのは分からないのですけれども，最初に，第１の審判と第２の審判というのは余

り時間を置かない方がいいだろうということは私たちも主張させていただきました。そ

れから，海外の例を見ると，やはり２段階に分かれているアメリカなんかでも，両方の

連続性みたいなものを確保するために，こういう場合には２か月の間にこうやる，その
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後の手続も２か月の間にやるというので，やはり１年を超えないようにしているのです

ね。ですから，今回の実務で，かなり厳しいというときも，やはりもう一度，児相長が

きちんと，余りにも時間がかかるようであれば，迅速にできるだけ連続性を保って処理

をするという考え方でもって，やはり整理をしていただきたいので，私も特に６か月に

拘泥するわけではないのですけれども，基本的にはやはりほかの国の例を見ても，かな

り迅速に処理をしようという傾向はもうはっきりしているので，その辺りのところで，

６か月を基準にしながら，１年というのが妥当なのか，事務当局でも少し検討していた

だいて，できれば私は６か月という案は，それほど不合理な，不当な期間制限ではなく

て，やはり養親になろうとする者が申し立てた場合もそうですけれども，円滑に手続が

進めば特に問題はないのだと思うのですけれども，それをやはりできるだけ円滑に連続

性を保ちながら進められるような合理的な期間設定ということでお考えいただければと

思います。 

○大村部会長 ありがとうございました。御意見として承って，検討していただきたいと思

います。 

  ほか，よろしいでしょうか。 

  それでは，次回のスケジュールをお願いします。 

○山口幹事 次回は２週間後，１月２９日火曜日の午後１時３０分からとさせていただきま

す。場所なのですけれども，今日とまた場所が変わりまして，東京地方検察庁の総務部

会議室ということでして，この建物の１５階ということになります。 

○大村部会長 それでは，次回もまた，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  本日も活発に御意見の交換を頂きまして，ありがとうございました。これで閉会とした

いと思います。 

－了－ 


